
資料1 1 ばい煙発生施設に対するぽい じんの排出基準の概要 (県内該当施設)

項番号令別表第一 施 設 の 種 類

排 出 基 準値 (g/がN) 標準酸素

濃 on度
(% )

備 考区分
＼

規模 ＼
【万がN/H )

既 没 新 設

1--乱-

ボイラ

ガ ス 専 焼

4 以 上

4 未 満

0 05

0. 1 0

0. 0 5

0. 1 0

5

◎ 当分の間on = o s

△H7 . 7 . 2 ま で 5 , oookcal/ kg以下
の も のでかつH7 . 7 . 3以降5 , 500
kcal/ kg以下の も の

◎当分の間on = o s

(注)

小型ボ イ フ ー で60. 9 . 9 以前に設置
さ れた も の及びガス 、 灯油 、 軽油、
A 重油を使用す る も のは適用 し な
い 。 そ の ほかの も のは 、 そ れぞれ
最小規模の基準 (ただ し 65 . 9 . 9 ま
で に設置 さ れた も のは 0. 5 g/甘N)

重油 そ の他液体

専焼並びにガス

及び液体の混焼

20 以 上

4 () 20

1 ~ 4

1 未 満

0. 07

0. 1 8

0. 2 5

0. 3 0

0. 0 5

0. 1 5

0 . 2 5

0. 3 0

4

4

4

◎ 4

紙 ･ パルプの製

造に伴 う 黒液燃

焼

20 以 上

4 ~ 20

4 未 満

0. 2 0

0. 3 5

0 1 5

0. 2 5

0 . 3 0

OS

石 炭 燃 焼

20 以 上

4 ~ 20

4 未 満

0. 1 5

0. 2 5

0. 3 5

0. 1 0

0. 2 0

0 3 0

6

低 カ ロ リ ー
石 炭 燃 焼

△ 0 45 6

触媒再生塔付属 0. 3 0 0. 20 4

前 。己 を 除 く

4 以 上

4 未 満

0. 3 0

0. 40

0 3 0 ◎ 6

2 ガ ス 発 生 炉

ガ ス 加 熱 炉

0. 0 5

0. 1 0

0. 0 5

0 1 0

7

7

5

金 属 溶 解 炉

4 以 上

4 未 満

0. 1 0

※ 0. 2 0

0. 1 0

※ 0 2 0

0 s

※ ア ル ニ ウ ム用反射炉は当分の
間 0. 3 0

6

金 属 加 熱 炉

4 以 上

4 未 満

0. 1 5

0. 2 5

0. 1 0

0. 2 0

◎ 1 1 ◎当分の間 on = o s

7

石 油 加 熱 炉
4 以 上

4 未 満

0. 1 0

※ 0. 1 5

0, 1 0

0. 1 5

6

※潤滑油製造用で 1 方 甘N /H未
満の も の は当分の間 0. 1 8

-
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岬
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項番号令別表第一 施 設 の 種 類

排 出 基 準 値 (g/がN) 標準酸素
濃 度

0n

(% )

備 考
灰分

＼サ"
、＼

規模
(万證N/H )

既 設 新 設

9

焼成炉
石 灰 焼 成 炉

l 土 中 釜
一

0. 3 0 0. 3 0 1 5

◎当分の間 on = o s

一

0. 40 0. 40 1 5

セ メ ン ト 焼成炉
一

0. 1 0 0. 1 0 1 0

耐 火 物 原 料
又は耐火 レ ン ガ
製 造 用

4 以 上

4 未 満

0. 1 0

0. 2 0

0. 1 0

0. 2 0

1 8

前 記 を 除 く

4 以 上

4 未 満

0. 1 5

0. 2 5

0. 1 5

0. 2 5

◎ 1 5

1 1

乾 燥 炉

I 骨材乾燥炉

4 以 上

4 未 満

0. 1 5

★ o. 3 0

0. 1 5

0 . 2 0

1 6
★ 1 万 吋N /H未満は 0. 3 5

※ 2 万 ばN /H未満は 0. 6 0
I
※ 0. 5 0 0. 5 0 1 6

1 3 廃 棄 物 焼 却 炉

連 続 炉

一

0. 5 0 0 . 5 0 ◎ 1 2 ◎当分の間on = o s

◎当分の間on = o s

連 続 炉

4 以 上

4 未 満

0. 1 5

0 5 0

0. 1 5

0 5 0

◎ 1 2

29
ガ ス タ ー

ビ ン

常 用 △ 0. 0 5 1 6

△当分の間適用猶予

非常用 △ △

30
ブ イ ーゼソレ

機関

常 用
- -

△ 0 1 0 1 3

△当分の間適用猶予
非常用 一 - - △ △

-

3 1

ガ ス 機 関
常 用

-

0. 05 0. 0 5 O

△ 当 分の 間適用 猶予

非常用 △ △

32
ガ ソ リ ン

機 関

常 用

-

0 . 05 0. 05 O

△当分の間適用猶予

非常用

一

△ △

(注 ) 1 上表区分の既設は昭和57年 5 月 3 1 日 ま で に (ガス タ ー ビ ン及びデ ィ ー ゼル機関については

昭和63年 1 月 3 1 日 ) 設置又は着工さ れた も ので 、 新設は昭和57年 6 月 1 日 以降 に (ガス タ ー

ビ ン及びデ ィ ー ゼル機関については昭和63年 2 月 1 日 ) 設置 さ れた も のであ る 。

2 熱源 と して電気を使用する もの及び上表で標準酸素濃度onが o s と な っ て い る も の は 、 標

準酸素濃度補正方式を適用 し な い 。

3 項番号1 1 の乾燥炉で、 直接熱風乾燥型の も のは標準酸素濃度を o s と す る 。

4 ばい じ ん量の補正は次の算式に よ り 換算す る もの と す る 。

C ばい じん量 ( g/ がN )

C ご 2 1 - o n x c s o n 施設ご と に定め られた標準酸素濃度 (% )
2 1 一 0 s o s 測定時の酸素濃度 (% )

F s 測定時のばい じん量 ( g/がN )
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資料1 2 ばい煙発生施設に対する窒素酸化物の排出基準の概要 (県内該当施設)

項番号令別表第一 施 設 の 種 類

排 出 基 準 値 ( ppm ) l

鰐際綴鋺飾 備 考

※ も8･9 前
48 50

8 1 2

1 0 9

!

50 52

1 2 6

1 0 1 7

!

52 54

6 8

1 8 9

2

54 58

8 9

1 0 9

と

58 62

9 3

1 0 3 1

2

鎚2 以
4

1 降
｣1I-

ボイフー(伝熱面積的#以上
ガ ス 専 焼

50 以 上

lo 【一 50

4 (‐ 1 0

1 ~ 4

1 未 満

} 脚
} 1 50

1 30

} 1 5 0

} 1 0 0

} 1 3o

1 50

60

} 脚
1 3 0

1 50

60

} 脚
1 30

1 50

60

10 0

1 30

1 50

60

, 1 0 0

1 3 0

1 50

5

液体燃焼ボ イ
ラ ー で52, 9 . 9

以前に設置さ
れた排出 ガス
量 0. 5 万 がN

/H未満の過
負荷燃焼型の
も の に ついて

は適用 しない。

◎52. 9. 1 0 ~
54. 8. 9 ま で に

設置の も の は
設置 さ れた 日

か ら 1 80PPm

液 体 燃 焼

50 以 上

10 【一 50

4 ^一 1 0

1 (- 4

1 未 満

1 80

} 1 90

230

25 0

. 1 8 0

230

25 0

} 1 50
250 30505011･葺け科Il骸

1 3 0

, 1 50

1 80

1 30

･ 1 50

1 8 0

1 30

. 1 50

1 8 0

4

固 体 燃 焼

70 以 上
50 () 70

20 (一 50

4 ^) 20

0. 5 【) 4

0. 5 未満

400

} 420

} 450
480

} 3oo

} 35 0
380

480

"
480

"
380

"
380

ね
} 窕。

200

瀞
} 窕。

6
◎当分の間

3 5 0PPm

ボイラー小型
液 体 燃 焼 l 一

~ -- - ◎260 4

◎65. 9 . 9 ま で
設置 さ れた も

の は300pPm

固 体 燃 焼 350 6

2 ガ ス 発生炉 ･ 加熱炉
-

水 素 ガス 発生炉 の
l う ち天井バー ナ ー型

1 7 0 1 7 0 1 7 0 1 7 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0

7
水 素 ガス 発生炉 の
う ち天井バー ナ ー型

36 0 360 36 0 360 1 50 1 50 1 50

5
金 属 溶 解 炉 200 200 200 200 1 80 1 80 1 8 0 1 2

キ ュ ポ ラ は適
用除外

6 金 属 加 熱 炉

( “義ン ト チ ユ )

1 0 以 上
1 ~ 1 0

0. 5 ~ 1

0. 5 未満 わ わ
100

1 50

} 2oo

1 00

} 1 5o
1 80

1 00

} 1 5o
1 8 0

1 0 0

} 1 5 o
1 80

1 0 0

} 1 5o
1 8 0

1 1

金 属 加 熱 炉

(瀞独奏翁
10 以 上
1 ~ 1 0

0. 5 ~ 1

0. 5 未満

1 60

} 1 7 0
200

1 6 0

} 1 7 0
200

1 00

1 50

1 70

200

1 00

1 3 0

1 50

1 8 0

1 00

1 30

1 50

1 80

1 00

1 30

1 5 0

1 80

1 00

1 30

1 5 0

1 80

7

石 油 加 熱 炉

4 以 上
1 ~ 4

0. 5 ~ 1

0. 5 未満

1 7 0

} 1 8 0
200

} 1 7 0
1 80

200

1 00

1 50

1 80

200

1 0 0

1 3 0

1 50

1 80

1 00

1 30

1 50

1 80

1 00

1 30

1 50

1 80

1 00

1 30

1 50

1 80

6

l
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2

(注) 1

項番号令別表第一 施 長 の 種 類

排 出 基 準 値 ( ppm )

鰹際綴黛翰 備 考
馨月誓

規模
(万mSN
/う日 ) も8･9 前

48 50

8 1 2

1 0 9

′

50 52

1 2 6

1 0 1 7

2

52 54

6 8

1 8 9

2

54 58

8 9

1 0 9

Z

58 62

9 3

1 0 3 1

2 ち4･幣
9 石灰焼成炉の う ち ガス

燃焼 ロ ー タ リ ー キ ル ン
300 300 300 30 0 250 25 0 25 0

1 5

そ の 他 の 焼 成 炉
及 び 溶 融 炉

200 200 200 200 1 8 0 1 80 1 80

1 1 乾 燥 炉 250 25 0 250 25 0 230 230 23 0 1 6

1 3 廃 棄 物 焼 却 炉
(連 続 炉 に 限 る )

4 以 上

4 未 満
} 300 } 30 0 } 300

250

300
} 25 0 } 250 } 25 0

1 2

廃 棄 物 焼 却 炉
(連 続 炉 を 除 く )

4 以 上

4 未 満

250 25 0 250 250

熱源 と して電気を使用す る も の につい ては、 適用 し な い 。

排出基準値は 、 次式に よ り 算出す る 。

21 - o n

窒素酸化物濃度 ( p p m) = 21 一酸素測定濃度、 O S (%) × 窒素酸化物測定濃度 ( p p m)
ただ し 、 酸素測定濃度が 、 20%を超え る場合にあ っ ては 、 20% と す る 。

3 小型ボ イ ラ ー に あ っ て は 、 60 . 9 . 10以降設置 さ れた も のに適用す る 。

な お 、 軽質液体燃料を使用す る 小型ボ イ ラ ー には適用 し な い 。

ガス ター ビ ン及びデ ィ ーゼル機関に係る窒素酸化物の排出基準資料1 3

項番号令別表第一 施 設 の 種 類

排 出 基 準 値 ( ppm)

鰹藤繊鋭の 備 考

既設 新 設

29

ガス タ ー ビ ン
常 用 △

･ 70 ppm 但 し燃料種別及び規模に応 じ た段階的規制

1 6

△

当分の間

適用猶予

I
燃料
種別 排ガ滋＼遼涎時期

63 . 2 . 1 ^)

64 . 7 . 3 1

64 . 8. 1 ~

66 . 1 . 3 1

66 . 2 . 1 ′~

l液体
45 , 000 がN h未満 1 20 1 00 7 0 l
45 , 000 證N h以上 1 00 1 00 7 0 l

気体 45 , 000 がN h未満 90 70 70

非常用 △ △

30

フr イ ー モメ ノレ

機 関
常 用 △

950 pPm
但 し 、 シ リ ン ダー 内径 400脇以上の大型機関は 、

63 . 2. 1 ~ 64 . 7 . 3 1 1 . 600 ppm

64. 8. 1 ~ 66 . 1 . 3 1 1 , 400 "

66 . 2. 1 ~ 当分の間 1 , 200 "

対策技術評価後 950 "

1 3

△

当分の間

適用猶予

非常用 △ △

圏 上表区分の既設は昭和63年 1 月 30 日 ま でに設置又は着工 さ れた も ので、 新設は 、 昭和63年 2 月 1

日 以降に設置さ れた も の。

-20げ



資料1 4 ガス機関及びガソ リ ン機関に係る窒素酸化物の排出基準

鍬

養弯

排 出 基 準 値 (ppm)

標準酸

素濃度

0 n

( % )

備 考

“≧"
鑓3 以
1

3 1 前

鬱 學
巍

警 彫
ま ま

即6 以
2

1 後

3 主 ガ ス 機 関
常 用 ◎ 2, 000 0 2, 00O 1 , 000 600

O
非常用 △ △ △ △

32
ガ ソ リ ン

機 関

常 用 ◎ 2, 000 0 2, 000 1 , 00O 600
O

非常用 △ △ △ △

(注) ◎平成 5 年 1 月 31 日 ま で適用猶予

○平成 3 年 7 月 31 日 ま で適用猶予

△当分の間適用猶予

資料1 5 大気汚染防止法第1 8条の 3 の総理府令で定める一般粉 じん発生施設の管理基準

(施行規則第16条 昭和46 . 6 . 22 )

令別表第 2

の 項 番 号

一般 粉 じ ん

発 生 施 設
規 模 管 理 基 準

1 コ ー ク ス 炉 原料処理能力

が 1 日 当た り

50 t 以上であ

る こ と 。

1 装炭作業は 、 無煙装炭装置を設置す る か 、 装炭車

に フ ー ド及び集 じ ん機を設置す る か 、 又は こ れ ら と

同等以上の効果を有す る装置を設置 し て行 う こ と 。

2 窯出 し作業は 、 ガ イ ド車に フ ー ド を設置 し 、 及び

当該 フ ー ド か ら の一般粉 じ ん を処理す る 集 じ ん機を

設置す る か 、 又は こ れ と 同等以上の効果を有す る装

置を設置 して行 う こ と 。 ただ し 、 ガ イ ド車又は ガ イ

ド車の走行す る 炉床の強度が小 さ い こ と 、 ガ イ ド車

の軌条の幅が狭い こ と 等に よ り ガ イ ド車に フ ー ド を

設置す る こ と が著 し く 困難であ る場合は防 じ ん カ バー

等を設置 して行 う こ と 。

3 消火作業は 、 消火塔にハー ド ル 、 フ ィ ル タ ー又は

こ れ ら と 同等以上の効果を有す る装置を設置 して行

う こ と 。

2 鉱物 ( コ ー ク ス

を含み 、 石綿を

除く。 以門司鳥 )

又は土石の堆積

場

面積 が 1 , 000

證以上であ る

こ と 。

一般粉 じ ん が飛散す る おそれがあ る 鉱物又は土石を

堆積す る場合は 、 次の各号の 増こ該当す る こ と 。

1 一般粉 じ ん が飛散 し に く い構造の建築物内 に設置

さ れてい る こ と 。

2 散水設備に よ っ て散水が行われてい る こ と 。

3 防 じ ん カ バーでおおわれて い る こ と 。

4 薬液の散布又は表層の締固めが行われてい る こ と 。

5 前各号 と 同等以上の効果を有す る措置が講 じ ら れ

てい る こ と 。

-21伊



-21 1一

令別表第 2
の施設番 号

一般粉 じん
発 生 施 設

規 模 管 理 基 準

3 ベ ノレ ト コ ソ ベ ア

及びバ ケ ッ ト コ

ソ ベ ア (鉱物、

土石又はセ メ ソ

ト の 用に供す る

も の に限 り 、 密

閉式の も のを除

く 。 )

ベル ト の幅が

75 cm以上で

あ る か、 又は

バ ケ ッ ト の 内

容積が 0. 0 3

m3 以上 で あ

る こ と 。

一般粉 じんが飛散するおそれのある鉱物、 土石又はセ メ

ン ト を運搬す る場合は 、 次の 各 号 の 1 に 該 当 す る こ

と 。

1 一般粉 じんが飛散しに く い構造の建築物内に設置され
て し ･ る こ と 。

2 コ ン ベ ア の積込部及び積降部に フ ー ド及び集 じん

機が設置 され、 並びに コ ン ベ ア の積込部及び積降部

以外の粉 じんが飛散す る おそれのあ る 部分に第 3 号

又は第 4 号の措置が講 じ られて い る こ と 。

3 散水設備に よ っ て散水が行われて い る こ と 。

4 防 じん カ バ ー でおおわれて い る こ と 。

5 前各号 と 同等以上の効果を有す る措置が講 じ られ

て い る こ と 。

4 破砕機及び摩砕

機 (鉱物、 . 岩石

又は セ メ ン ト の

用に供す る も の

に限 り 、 湿式の

も の及び密閉式

の も のを除 く 。 )

原動機の定格

出力は 75 kw

以上であ る こ

と 。

次の各号の 1 に該当す る こ と 。

1 三般粉 じんが飛散しに く い構造の建築物内に設置され
て い る こ と 。

2 フ ー ド及び集 じん機が設置 されて い る こ と 。

3 散水設備に よ っ て散水が行われて い る こ と 。

4 防 じん カ バ ー でお おわれて い る こ と 。

5 前各号 と 同等以上の効果を有する措置が講 じ られ

てい る こ と 。

5 ふ る い く鉱物、

岩石又はセ メ ソ

ト の用に供す る

も の に限 り 、 湿

式の も の及び密

閉式の も のを除

く p )

原動機の定格

出力が 1 5 kw

以上であ る こ

と 。

5 の基準は 、 ｢ 4 の基準 ｣ と 同 じ。



資料1 6 特定粉 じん発生施設の規制基準

の二項番号令別表第二
特 定 粉 じ ん

発 生 施 設
規 模 規 制 基 準

轤上 解 綿 用 機 械 原動 機 の 定格 出 力 が

3. 7 キ ロ ワ ッ ト 以 上

で あ る こ と 。

大 気 中 の 石 綿 の 濃 度 が 1 リ ッ

ト ル に つ き 10 本 。

2 混 合 機

3 紡 織 用 機 械

4 切 断 機

原動機 の 定 格 出 力 が

2. 2 キ ロ ワ ッ ト 以 上

で あ る こ と 。

5 研 磨 機

6 切 削 用 機 械

7 破 砕 機 及 び 摩 砕 機

8
プ レ ス ( 剪 断 加 工

用 の も の に 限 る 。 )

9 穿 孔 機

住) こ の表に掲げ る施設は 、 石綿を含有す る製品製造の用 に供す る施設に限 り 湿式の も の及び密閉

式の も のを除 く

資料1 7 航空機騒音に係る環境基準

(瀞48曇たろね)
公害対策基本法 (昭和42年法律第132号) 第 9 条の規定に基づ く 騒音に係 る 環境上の条件の う ち 、 航

空機騒音に係 る基準について次の と お り 告示す る 。

公害対策基本法第 9 条に よ る 騒音に係 る環境上の条件につ き 、 生活環境を保全 し 、 人の健康の保護に

資す る う えで維持す る こ と が望 ま し い航空機騒音に係 る基準 (以下 ｢環境基準｣ と い う ) 及びその達

成期間は 、 次の と お り と す る 。

第 1 環境基準

1 環境基準は 、 地域の類型 ご と に次表の基準値の欄に掲げ る と お り と し 、 各類型を あてはめ る地域

は 、 都道府県知事が指定す る 。

地域の類型 基準値 (単位 WE C P N L )

7 0 以下

一冨= 75 以下

(注) I を あてはめ る地域は専 ら住居の用 に供 さ れ る地域 と し 、 江 を あて はめ る地域は I 以外の地域で

あ っ て通常の生活を保全す る必要があ る地域と す る 。
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2 1 の環境基準の基準値は 、 次の方法に よ り 測定 ･ 評価 し た場合におけ る値と す る 。

( 1 ) 測定は、 原則 と し て連続 7 日 間行い 、 晴騒音よ り 10デ シ ベル以上大 き い航空機騒音の ピー ク レ

ベル (計量単位 デ シ ベル) 及び航空機の機数を記録す る も の と す る 。

(2) 測定は 、 屋外で行 う も の と し 、 そ の測定点 と しては 、 当該地域の航空機騒音を代表 と す る と 認

め ら れ る地点を選定す る も の と す る 。

(3) 測定時期 と しては 、 航空機の飛行状況及び風向等の気象条件を考慮 して 、 測定点におけ る航空

機騒音を代表 と す る と 認め ら れ る 時期を選定す る も の と す る 。

(4) 航空機騒音の評価は、 (1 )の ピー ク レ ベル及び機数か ら次の算式に よ り 1 日 ご と の値 (単位 W

E C P N L ) を算出 し 、 そ のすべての値をパ ワ ー平均 して行 う も の と す る 。

算 式

d B (A ) 十 10 1 0 g mN 一27

(注) d B (A ) と は 、 1 日 のすべての ピー ク レ ベルを パ ワ ー平均 した も の を い い 、 N と は 、

午前 0 時か ら午前 7 時 ま での間の航空機の機数を N 1 、 午前 7 時か ら午後 7 時ま での間の

航空機の機数をN 2 、 午後 7 時か ら午後10時ま での間の航空機の機数をN 3 、 午後10時か ら

午後12時ま での間の航空機の機数をN 4 と し た場合におけ る 次に よ り 算出 し た値を い う

N =N 2 十 3 N 3 十 10 ( N , 十 N 4 )

(5 ) 測定機器は 、 日 本工業規格C 1502 に定め る 指示騒音。十若 し く は国際電気標準会議 p u b /179

に定め る精密騒音計又は こ れ ら に相当す る 測定機器を用い る も の と す る 。

こ の場合において 、 聴感補正回路はA特性 と し 、 ま た 、 動特性は緩 ( s l o w ) と す る 。

1 の環境基準は、 1 日 当た り の離着陸回数が10回以下の飛行場及び離島にあ る 飛行場の周辺地域

には適用 し な い も の と す る 。

第 2 達成期間等

1 環境基準は 、 公共用飛行場等の周辺地域において は 、 飛行場の区分ご と に次表の達成期間の欄に

掲げ る 期間で達成 さ れ 、 又は維持 さ れ る も の と す る 。 こ の場合において 、 達成期間が 5 年を こ え る

地域においては 、 中間的に同表の改善の 目 標の欄に掲げ る 目 標を達成 しつつ 、 段階的に環境基準が

達成 さ れ る よ う にす る も の と す る 。
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飛 行 場 の 区 分 達 成 期 間 改 善 目 標

新 設 飛 行 場

直ちに

既設飛行場

第三種空港及び こ れ

に準ず る も の

第 二 種 空 港

(福岡空港を除 く 。 )

A 5 年以内

B

10年以内

5 年以内に 、 85W E C P N L 未満 と す る

こ と 又は馬W E C P N L 以上の地域におい

て屋内で65W E C P N L 以下 と す る こ と 。新 東 京 国 際 空 港

第一種空港 (新東京

国際空港を除 く )

及び福岡空港

10年を こ え る期間内

に可及的速やかに

1 5 年以内に 、 85WEC P NL 未満 と す る

こ と 又は 85 WEC P NL以上の地域におい

て屋内で65 WE CP NL以下 と す る こ と 。

2 1 0年以内に 、 75 WEC PNL未満 と す る

こ と 又は 7 5 WECPNL以上の地域におい

て屋内で60 WE C P NL以下 と す る こ と 。

備 考 1 既設飛行場の区分は 、 環境基準が定め ら れた 日 におけ る 区分 とす る 。

2 . 第二種空港の う ち 、 B と は タ ー ボ ジ ェ ッ ト 発動機を有す る航空機が定期航空運送事業 と

して離着陸す る も のをい い 、 A と は B を除 く も の をい う 。

3 。 達成期間の欄に掲げ る期間及び各改善 目 標を達成す る ための期間は 、 環境基準が定め さ

れた 日 か ら起算す る 。

2 自衛隊等が使用す る 飛行場の周辺地域においては 、 平均的な離着陸回数及び機種並びに人家の密

集度を勘案 し 、 当該飛行場 と類似の条件にあ る 前項の表の飛行場の区分に準 じ て環境基準が達成 さ

れ、 又は維持 さ れ る よ う に努め る も の と す る 。

3 航空機騒音の防止のための施策を総合的に講 じて も 、 1 の達成期間で環境基準を達成す る こ と が

困難 と考え ら れ る地域においては 、 当該地域に引 き続 き居住を希望す る者に対 し家屋の防音工事等

を行 う こ と に よ り 環境基準が達成さ れた場合 と 同等の屋内環境が保持 さ れ る よ う にす る と と も に 、

極力環境基準の速やかな達成を期す る も の と す る 。
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資料1 8 騒音規制法第 2 条第 1 項の政令で定める特定施設一覧

施 設
備 考

施 設 の 種 類 機 械 名

1 金 属 加 工 機 械

2 空気圧縮機及び
送風機

3 土石用又は鉱物
用の破砕機、 摩
砕機、 ふ る い及
び分級機

4 織 機

5 建設用資材製造
機械

6 穀物 用 製 粉 機

7 木材 加 工 機 械

8 抄 紙 機

9 印 刷 機 械

10 合成樹脂用射出
成形機

員 鋳 型 造 型 機

イ 圧 延 機 械

口 製 管 機 械

ハ ベ ソプ ィ ソ グ マ
･シ ソ

ニ 液 圧 プ レ ス

ホ 機 械 プ レ ス

へ せ ん 断 機

ト 鍛 造 機

チ ワ イ ヤ ー フ ォ ー
ソ グ マ シ ン

リ ブ ラ ス ト

ヌ タ ン ブN ラ ー

イ コ ン ク リ ー ト プ

ラ ソ ト

ロ ア ス フ ァ ル ト ブ
ラ ソ ト

イ ド ラ ム バー 力 一

ロ ラキ ツ ノ ミ ー

ノ･ 砕 木 機

二 帯 の こ 盤

ホ 丸 の こ 盤

へ か ん な 盤

原動機の定格出力の合。十が 2 2 . 5 kw 以上の も のに限 る 。

ロ ー ル式の も のであ っ て 、 原動機の定格出力が 3. 7 5 kw

以上の も のに限 る 。

矯正プ レ ス を除 く 。

呼 び加圧能力が 30重量 ト ン以上の も のに限 る 。

原動機の定格出力が 3 . 75 kw 以上の も のに限 る 。

タ ソ ブ フ ス ト 以外の も の であ っ て 密閉 式 の も の を 除

く 。

原動機の定格出力が7 . 5 kw 以上の も の に限 る 。

原動機の定格出力が7 . 5 kw 以上の も の に限 る 。

原動機を用い る も のに限 る 。

気ほ う コ ン ク リ ー ト プ ラ ン ト を除 き 、 混練機の混練容量

が 0. 4 5 m3 以上の も のに限 る 。

混線機の混練重量が 20 0 Kタ 以上の も の に限 る 。

ロ ー ル式の も の であ っ て 、 原動機の定格出力が 7 . 5 kw以

上の も の に限 る 。

原動機の定格出力が 2. 2 5 kw 以上の も の に限 る 。

製材用の も の にあ っ ては原動機の定格出力が 1 5 kw以上

の も の 、 ネエ用の も のにあ っ ては 原動機 の 定格 出 力 が

2. 2 5 kw以上の も のに限 る 。

製材用の も のにあ っ て は原動機の定格出 力が 1 5 kw以上

の も の 、 木工用 の も のにあ っ て は 原動機 の 定格 出 力 が

2 . 2 5 kw 以上の も のに限 る 。

原動機の定格出力が 2. 2 5 kw 以上の も の に限 る 。

原動機を用 い る も の に限 る 。

ジ ョ ル ト 式の も の に限 る 。
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資料1 9 騒音規制法第 2 条第 3 項の政令で定める特定建設作業一覧

作 業 備 考

1 く い打機 ( も んけ んを除 く 。) く い抜機又は

く い打 く い抜機 (圧入式 く い打 く い抜機を除

く 。) を使用す る作業。

く い打機を ア ー ス オ ー ガー と併用す る作業を

除 く 。

2 び ょ う 打機を使用す る作業

3 さ く 岩機を使用す る作業 作業地点が連続的に移動する作業にあっては、

1 日 におけ る 当該作業に係る 2 地点間の最大距

離が50m を超えな い作業に限 る 。

4 空気圧縮機 (電動機以外の原動機を用い る

も のであ っ て 、 そ の原動機の定格 出 力 が 15

kw以上の も のに限 る 。 ) を使用する作業

さ く 岩機の動力 と し て使用す る作業を除 く

5 コ ン ク リ ー ト プ ラ ン ト (混線機の混練容量

が 0. 4 5 m3 以上の も のに限 る 。) 又は ア ス フ ァ

ル ト プ ラ ン ト (混練機の混練重量が 200 Kタ以

上の も のに限 る 。) を設けて行 う 作業

モ ル タ ルを製造す る ために コ ン ク リ ー ト プ ラ

ン ト を設けて行 う 作業を除 く

資料20 振動規制法第 2 条第 1 項の政令で定める特定施設一覧

1 金属加工機械

伊) 液圧プ レ ス (矯正プ レ ス を除 く )

( 口 ) 機械プ レ ス

回 せん断機 (原動機の定格出力が 1 キ ロ ワ ッ ト 以上の も の に限る 。 )

(‐) 鍛造機

伊) ワ イ ヤ ー フ ォ ー ミ ン グマ シ ン (原動機の定格出力が37 . 5キ ロ ワ ッ ト 以上の も の に限 る 。 )

2 圧縮機 (原動機の定格出力が7 . 5キ ロ ワ ッ ト 以上の も の に限 る 。 )

3 土石用又は鉱物用の破砕機、 座砕機、 ふ る い及び分級機 (原動機の定格出力が7 . 5 キ ロ ワ ッ ト 以

上の も の に限 る 。 )

4 織機 (原動機を用い る も の に限 る 。 )
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5 コ ン ク リ ー ト ブ ロ ッ ク マ シ ン (原動機の定格出力の合計が2 . 95 キ ロ ワ ッ ト 以上の も の に限る 。 )

並びに コ ン ク リ ー ト 管製造機械及び コ ン ク リ ー ト 柱製造機械 (原動機の定格出力の合。十が10キ ロ ワ ッ

ト 以上の も の に限 る 。 )

6 木材加工機械

伊) ド ラ ム バー 力 -

(口 ) チ ッ パー (原動機の定格出力が2 . 2 キ ロ ワ ッ ト 以上の も の に限 る 。 )

7 印刷機械 (原動機の定格出力が2 . 2 キ ロ ワ ッ ト 以上の も の に限 る 。 )

8 ゴ ム練用又は合成樹脂練用の ロ ール機 ( カ レ ン ダー ロ ール機以外の も ので原動機の定格出力が30

キ ロ ワ ッ ト 以上の も の に限 る 。 )

9 合成樹脂用射出成形機

10 鋳型造型機 ( ジ ル ト 式の も の に限る 。 )

資料2 1 振動規制法第 2 条第 3 項の政令で定める特定建設作業一覧

1 く い打機 ( も ん けん及び圧入式 く い打機を除 く ) 、 く い打機 (油圧式 く い抜機を除 く ) 又は

く い打 く い抜機 (圧入式 く い打 く い抜機を除 く 。 ) を使用す る 作業

2 鋼球を使用 して建築物その他の工作物を破壊す る作業

3 舗装版破砕機を使用す る作業 (作業地点が連続的に移動す る 作業に あ っ ては 、 1 日 におけ る 当該

作業に係 る 2 地点間の最大距離が50 メ ー ト ル を超え な い作業に限る 。 )

4 ブ レ ー カ ー (手持式の も の を除 く 。 ) を使用す る 作業 (作業地点が連続的に移動す る作業にあ っ

て は 、 1 日 に おけ る 当該作業に係 る 2 地点間の最大距離が50 メ ー ト ル を超え な い作業に限る 。 )
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資料22 生活環境の保全に関する環境基準 (昭和46 . 1 2 . 28環境庁告示第59号)

1 河 川

港凧か 利用 目 的 の 適応性

基 準 値

水素イ オ ン
濃 度

( p H )

生物化学的
酸素要求量

( B O D )

浮遊物質量
( S S )

溶存酸素量
( D O )

大 腸 菌 群 数

AA
水道 1 級 ･ 自 然環境保全及 び
A 以 下 の 欄 に 掲 げ る も の

6 . 5 以 上
8 . 5以下 1 昭弘争

25 mg / ′
以 下

7 , 5 mg / ′
以 上

50MPN/ 1 0 o mQ
以 下

A
水道 2 級 ･ 水産 1 級 ･ 水浴及び
B 以 下 の 欄 に 掲 げ る も の

6 . 5以上
8 5以 下 2 昭弘争

25 mg / ′
以 下

7 . 5 電 / “
以 上

1 , 0 0 OMPN / 1 0 0
戦 以 下

B
水 道 3 級 ･ 水 産 2 級 及 び
C 以 下 の 欄 に 掲 げ る も の

6 5以 上
8 . 5 以 下 3 喀瓣

25 抑g / “
以下 5 眩以上

5 , 0 0OMPN/ 1 0 0
戦 以 下

C
水産 3 級 ･ 工業用 水 1 級及 び
D 以 下 の 欄 に 掲 げ る も の

6 5 以 上
8 . 5 以下 5 電“

50 mg / ′
以 下

5 mg / ′
以 上

D
工業用 水 2 級 ･ 農業用 水及 び
E 以 下 の 欄 に 掲 げ る も の

6 0以 上
8 5以下

8 mg / ′
以下

100 鰓 / “
以 下

2 印g / "
以 上

E 工 業 用 水 3 級 ･ 環 境 保 全
6 . 0以 上
8 . 5 以 下

10 昭/ “
以下

ごみ等の浮
遊が認め ら
れな い こ と

2 mg / “
以 上

(注) 自 然環境保全

水 道 1 級

3

4

5

水 産 1 級

工業用水 1 級

環 境 保 全

保全 自然探勝等の環境保全

1 級 ろ過等に よ る 簡易な浄水操作を行 う も の

2 級 沈澱ろ過等に よ る通常の浄水操作を行 う も の

3 級 前処理等を伴 う 高度の浄水操作を行 う も の

1 級 ヤマ メ 、 イ ワ ナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産 2 級及び水産 3 級の水産生物用

2 級 サ ケ料魚類及びア ユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産 3 級の水産生物用

3 級 コ イ 、 フ ナ等、 β - 中腐水性水域の水産生物用

1 級 沈澱等に よ る 通常の浄水操作を行 う も の

2 級 薬品注入等に よ る 高度の浄水操作を行 う も の

3 級 特殊の浄水操作を行 う も の

全 国民の 日 常生活 (沿岸の遊歩等を含む。 ) に お し ･ て不 快感を生 じ な い限度

2 湖沼 (天然湖沼及び貯水量1 , 000万立方 メ ー ト ル以上の人工湖)

(注) 自 然環境保全

水 道 1 級

水道 2 3 級

水 産 1 級

4 工業用水 1 級

" 2 級

5 環 境 保 全

ア

港凧 利用 目 的 の 適応性

基 準 値

水素イ オ ン
濃 度

( p H )

化 学 的
酸素要求量

( C O D )

浮遊物質量
( S S )

溶存酸素量
( D O )

大 腸 菌 群 数

鉛
水道 1 級 ･ 水産 1 級 ･ 自然環境保
全及びA以下の欄に掲げ る も の

6 . 5 以 上
8 5 以 下 1 喀瓣

1 mg / ′
以 下

7 . 5 mg / ′
以 上

50MPN/ 1 0o mg
以一下

A
水道 2 、 3 級 ･ 水産 2 級 ･ 水浴
及 び B 以下 の欄 に 掲 げ る も の

6 . 5 以 上
8 . 5以 下

3 mg / “
以 下 5 噂群

7 . 5 電 / ′
以 上

1 , 0 0 OMPN/ 1 0 o
m@ 以 下

B
水産 3 級 ･ 工業用水 1 級 ･ 農業
用 水及 び C の 欄 に掲 げ る も の

6 5 以 上
8 5以 下

5 mg / ′
以 下

15 昭 / ′
以 下

5 mg / “
以 上

C 工 業 用 水 2 級 ･ 環 境 保 全
6 0以 上
8 . 5 以 下 8 昭弘姿

ごみ等の浮
遊が認め ら
れな い こ と

2 mg / “
以 上

保全 自然探勝等の環境保全

1 級 ろ過等に よ る簡易な浄水操作を行 う も の

3 級 沈澱ろ過等に よ る 通常の浄水操作、 又は 、 前処理等を伴 う 高度の浄水操作を行 う も の

1 級 ヒ メ マ ス 等貧栄養湖型の水域の水産生物用並びに水産 2 級及び水産 3 級の水産生物用

2 級 サ ケ科魚類及びア ユ等貧栄養湖型の水域の水産生物用並びに水産 3 級の水産生物用

3 級 コ イ 、 フ ナ等富栄養湖型の水域の水産生物用

1 級 沈澱等に よ る通常の浄水操作を行 う も の

2 級 薬品注入等に よ る 高度の浄水操作、 又は 、 特殊な浄水操作を行 う も の

全 国民の 日 常生活 (沿岸の遊歩等を含む。 ) に おいて不快感を生 じ な い限度
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イ

罫 利 用 目 的 の 適 応 性

基 準 値

全 窒 素 全 廃

T一▲一 自 然環境保全及び 肛以下の欄に掲げ る も の 0 . 1 mg/ “ 以下 0 . 005 mg/ ′ 以下

は

水道 1 、 2 3 級 (特殊な も の を除 く )

水 産 1 種

水浴及び Iは以下の欄に掲げ る も の

0 . 2 田g/ “ 以下 0 . 01 mg/ ′ 以下

m 水道 3 級 (特殊な も の ) 及びN以下の欄に掲げ る も の 0 . 4 mg/ “ 以下 0 . 03 r噂/ ′ 以下

N 水産 2 種及び V の欄に掲げる も の 0 . 6 mg/ ′ 以下 0 . 05 mg/ “ 以下

V

水 産 3 種

工 業 用 、 水

農 業 用 水

環 境 保 全

1 mg/ “ 以下 0 . 1 mg/ ′ 以下

(注) 1 自 然環境保全 自 然探勝等の環境保全

2 水 道 1 級 ろ過等に よ る 簡易な浄水操作を行 う も の

水 道 2 級 沈澱ろ過等に よ る 通常の浄水操作を行 う も の

水 道 3 級 前処理等を伴 う 高度の浄水操作を行 う も の ( ｢特殊な も の｣ と は 、 臭気物
質の除去が可能な特殊な浄水操作を行 う も の を い う 。 )

サ ケ科魚類及び ア ユ等の水産生物用並びに水産 2 種及

物用

3 水 産 1 種 サ ケ科魚類及び ア ユ等の水産生物用並びに水産 2 種及び水産 3 種の水産生

水 産 2 種 ワ カ サ ギ等の水産生物用及び水産 3 種の水産生物用

水 産 3 種 コ イ 、 フ ナ等の水産生物用

4 環 境 保 全 国民の 日 常生活 (沿岸の遊歩等を含む。 ) に お いて不快感を生 じ な い 限度

3 海 域

逐凧 利用 目 的 の適応性

基 準 値

水素 イ オ ン
濃 度

( p H )

化学的酸素
要 求 量

( C O D )

溶存酸素量
( D O )

大腸菌群数 油 分 等

A
水 産 1 級 ･ 水 浴
自 然 環 境 保 全 及 び
B 以 下 の 欄 に 掲 げ る も の

7 . 8 以 上
8 . 3 以 下

2 mg/ “ 以下 7 ‐ 5mg/ “ 諺孔ヒ
1 , 00OM:PN

/ 100 mQ
以 下

検出 さ れな
い こ と

B 水 産 2 級 ･ 工 業 用 水 及 び
C の 欄 に 掲 げ る も の

7 . 8 以 上
8 . 3 以 下

3 mg/ “ 以下 5 mg/ “ 以上
検出 さ れな
い こ と

C 環 境 保 全
7 . 0 以 上
8 . 3 以 下

8 昭/ “ 以下 2 mg/ “ 以上

ー

(注) 1 自 然環境保全 自 然探勝等の環境保全

2 水 産 1 級 マ ダ イ 、 ブ リ 、 ワ カ メ 等の水産生物用及び水産 2 級の水産生物用
〃 2 級 ボ ラ 、 ノ リ 等の水産生物用

3 環 境 保 全 国民の 日 常生活 (沿岸の遊歩等を含む。 ) に おいて不快感を生 じ な い限度
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資料23 要監視項目 及び指針値

項 目 指 針 値 項 目 指 針 値

ク ロ ロ ホ ル ム 0 . 06 mg/ “ 以下 フ ェ ノ ブ カ ル ブ 0 . 02 mg/ “ 以下

ト ラ ン ス 1 , 2 ジ ク ロ ロ エ チ レ ン 0 . 04 mg/ “ 以下 イ フo ロ ベ ソ ホ ス 0 . 008 mg/ “ 以下

1 , 2ー ジ ク ロ ロ フo ロ パ ソ 0 . 06 mg/ “ 以下 ク ロ ルニ ト ロ フ ェ ソ (注)

p‐ ジ ク ロ ロ ベ ン ゼ ン 0 . 3 mg/ “ 以下 ト ル エ ン 0 . 6 mg/ “ 以下

イ ン キ サ チ オ ソ 0 . 008 mg/ “ 以下 キ シ レ ン 0 . 4 mg/ “ 以下

ダ イ ア ジ ノ ソ 0 . 005 mg/ ′ 以下 フ タ ル酸 ジ エ チ ルヘ キ シ ル 0 . 06 mg/ “ 以下

フ ェ ー ト ロ チ オ ソ 0 . 003 mg/ “ 以下 ほ う 素 0 . 2 mg/ “ 以下

イ ソ フo ロ チ オ ラ ソ 0 . 04 mg/ “ 以下 フ ッ 素 0 . 8 mg/ “ 以下

オ キ シ ソ銅 0 . 04 mg/ “ 以下 ニ ッ ケル 0 . 01 mg/ “ 以下

ク ロ ロ タ ロ ニル 0 . 04 mg/ “ 以下 モ リ ブ デ ン 0 . 07 mg/ “ 以下

プ ロ ピザ ミ ド 0 . 008 mg/ “ 以下 ア ン チ モ ン 0 . 002 mg/ “ 以下

E P N 0 . 006 mg/ ′ 以下 硝酸性窒素及び

亜硝酸性窒素
1o mgノ グ 以下

ジ ク ロ ル ボ ス 0 . 01 mg/ “ 以下

艫) グ ロ ル ー ト ロ フ ェ ソ の指針値は設定せず、 当分の間は検出 さ れな い こ と ( < 0 . 0001 ) と す る 。

資料24 公共用水域等における農薬の水質評価指針

農 薬 名 種 類
評価指針値

( mg/ “ )
農 薬 名 種 類

評価指針値

( mg/ の

イ プ ロ ジ オ ソ

イ ミ ダ ク ロ ブ リ ド

エ ト フ ェ ソ プ ロ ッ ク ス

エ ス プ ロ カ ル ブ

エ デ ィ フ ェ ン ス ホ ス (EDDP)

カ ルバ リ ル (NAC)

ク ロ ル ピ リ ホ ス

ジ ク ロ フ ェ ソ チ オ ソ (ECP)

シ メ ト リ ソ

ト ル ク ロ ホ ス メ チ ル

ト リ ク ロ ル ホ ソ

ト リ シ ク ラ ゾー ル

ビ リ ダ フ ェ ソ チ オ ソ

フ サ フ イ ド

殺 菌 剤

殺 虫 剤

殺 虫 剤

除 草 剤

殺 菌 剤

殺 虫 剤

殺 虫 剤

殺 虫 剤

除 草 剤

殺 菌 剤

殺 虫 剤

殺 菌 剤

殺 虫 剤

殺 菌 剤

0 . 3 以下

0 . 2 以下

0 . 08 以下

0 . 01 以下

0 . 006以下

0 . 05 以下

0 . 03 以下

0 . 006以下

0 . 06 以下

0 . 2 以下

0 . 03 以下

0 . 1 以下

0 . 002以下

0 . 1 以下

ブ タ ミ ホ ス

ブ プ ロ フ ェ ジ ソ

プ レ チ ラ ク ロ ー ル

プ ロ ベ ナ ゾー ル

プ ロ モ ブ チ ド

フ ル ト フ ール

ペ ソ シ ク ロ ソ

ペ ン ス リ ド (SAP)

ペ ン デ ィ メ タ リ ン

マ ラ チ オ ソ ( マ ラ ソ ン )

メ フ ェ ナ セ ッ ト

メ フo ロ ニ ル

モ リ ネ ー ト

(以上27農薬)

除 草 剤

殺 虫 剤

除 草 剤

殺 菌 剤

除 草 剤

殺 菌 剤

殺 菌 剤

除 草 剤

除 草 剤

殺 虫 剤

除 草 剤

殺 菌 剤

除 草 剤

0 . 004以下

0 . 01 以下

0 . 04 以下

0 . 05 以下

0 . 04 以下

0 . 2 以下

0 . 04 以下

0 . 1 以下

0 . 1 以下

0 . 01 以下

0 . 009以下

0 . 1 以下

0 . 005以下
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資料25 環境基準類型指定概要図 凡例赳 城 鳰 簗 月菴 、 類 型1

N
轟
れ
れ｢増

革

日 本 海 蒲生乳

蟯輻 48.3.*郊 圓癩覊望塾生1鼓蕉 河内川 . ; 誠、
。 もの夢齋 g･320 梅熟そ - 嵐 -…斑 湖鱗 域麗弾鱗 鰤

。 “ 議題頭痛韓爾= A 燐, 薪 “ ｣ 既幟 全 期6. 9 . 14 楜沼 A , 珂 艀 大路i - - 鰊
1口加茂川 佐陀州 川 i l 国飜 斎 三徳川 /" 愁"
熱 小鴨川 砂馴 莨 ハ束川　 　　 　

46 9. 1 4 河 川 AA

′]松谷川 ･ 日 野 と 口 、 佐治川 協盤蘂矮離も 46. 9 . 14 河 田紗
法勝寺川 州

野 鼠 ら上上流 46.9. 14 河 川 鮎



資料26 水質の経年変化 (平成 3 ~ 8 年度)

水 域 名 地点名
B O D 年 平 均 値 ( mg / “ )

3 年 度 4 年 度 5 年 度 6 年 度 7 年 度 8 年 度

( 河 川 )

( 1 級河川 )

千代川 水系

千 代 川

八 東 川

私 都 川

佐 治 川

天神川 水系

天 神 川

小 鴨 川

三 徳 川

加 茂 川

質 露

行 徳

源 大 橋

稲 常

佐 貫

市 瀬

毛 谷

片 山

万 代 寺

岸 野

下 門 尾

小 原

田 後

小 田

大 原

今 泉

穴 鴨

巌 城

河 原 町

関 金

今 西

大 類

片 柴

森

0 . 9

0 . 9

0 . 8

1 . 1

1 . O

0 . 7

0 . 6

0 . 7

0 . 6

0 . 5

0 . 6

0 . 6

1 . 3

1 . 1

0 . 9

0 . 8

0 . 9

0 . 9

1 . O

1 . O

0 . 8

1 . O

0 . 8

0 . 8

1 . 2

1 . O

0 . 7

1 . 4

0 . 9

0 . 8

0 . 7

0 . 8

0 . 8

0 . 8

0 . 9

0 . 9

1 . 2

0 . 9

0 . 9

0 . 7

0 . 7

0 . 9

0 . 8

0 . 8

0 . 7

0 . 9

0 , 8

0 . 7

1 . 2

1 . O

1 . O

0 . 9

0 . 9

0 . 8

0 . 6

0 . 7

0 . 8

0 . 7

0 . 8

0 . 9

1 . O

0 . 8

0 . 6

0 . 5

0 . 5

0 . 6

0 . 6

0 . 6

0 . 5

0 . 6

0 . 6

0 . 6

2 . 1

1 . 4

1 . 4

1 . 6

1 . 6

0 . 8

0 . 7

1 . 1

0 . 9

0 . 7

1 . 1

0 . 8

1 . 1

1 . 1

1 . O

0 . 9

0 . 9

1 . 2

1 . 2

1 . 3

0 . 9

0 . 9

0 . 8

0 . 9

1 . 5

1 . 3

1 . O

1 . O

1 . 4

0 . 9

0 . 6

0 . 7

0 . 8

0 . 6

0 . 8

0 . 8

1 . 4

1 . 1

0 . 9

1 . 1

0 . 6

1 . 1

1 . 1

1 . 1

0 . 6

0 . 8

0 . 7

0 . 7

1 . 3

1 . 3

0 . 9

1 . 1

1 . 1

0 . 7

0 . 6

0 . 6

0 . 7

0 . 7

0 . 8

0 . 7

L 2

1 . 1

1 . 1

1 . O

0 . 6

1 . 2

1 . 1

L 1

0 . 7

0 . 8

0 . 6

0 . 6

注 × / y 環境基準に不適合の 日 数/総測定 日 数
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B O D最小値~最大値 ( mgノ リ X / y

3 年 度 4 年 度 5 年 度 6 年 度 7 年 度 8 年 度 3轆又 4饑 5饑又 6饑叉 7饑又 8饑叉

<0 . 5ノし1 . 3

0 . 5ノ〉1 . 4

<0 . けし1 . 4

<0 . 5ノし2 . 4

<0 . 5′し2 . 3

<0 . 5′し1 . 1

<0 . けし1 . O

<0 . けし1 . O

<0 . 5{~○ . 8

く0 .を○ . 6

く0 , 5′し1 , 1

く0 .を◇. 9

0 . 8′し2 . 1

0 . 5ノし2 . 3

<0 . 5′し1 . 2

く0 , 5ノし1 , 3

<0 . 5′}2 . 1

く0 , 5′し1 , 4

<0 . けし2 . 5

0 , 5′し2 , 0

<0 . けし1 . 8

0 . 序し2 . O

<0 . けし1 . 5

<0 . けし1 . 6

0 . 7()2 . O

0 . 7()1 . 9

く0 ･ 5()1 ･ 2

<0 . 5()2 . 6

0 . 5()1 . 2

く0 ･ 5()1 ･ O

<0 . 5()2 . O

くり ･ 5()1 ･ 6

<【0 . 5()1 . 2

<0 . 5′)1 . 4

<0 . 5′〉1 . 6

<0 . 5′〉3 . O

<0 . 5′)2 . 1

<0 . けし2 . 5

<0 . 5ノ〉2 . 3

<0 . 5()1 . O

<0 . 5()1 . 5

<0 . 5()1 . 6

<0 . 5()1 . 7

<0 . 5()1 . 9

<0 . 5()2 . 2

<0 . 5()1 . 9

く〇 ‐ 5()1 ‐ 7

<0 . 5()1 . 9

<0 . 5′〉3 . 5

0 . 6ノ〉1 . 5

<0 . けし1 . 7

<0 . 5′〉2 . O

0 . 6′〉1 . 3

<0 . けしL 1

<0 . 5^~○ . 9

<0 . けし1 . 2

<0 . 5ノ〉1 . 2

<0 . 5ノ〉1 . 3

<0 . 5′〉1 . 6

<0 . けし1 . 7

<0 . けし1 . 8

<0 . けし1 . 7

<0 . 5ノ〉1 . 1

<0 .ケ◇ . 6

<0 . 5へ○ . 8

<0 . 5′〉1 . O

<0 .を粉 . 9

<0 . けし1 . 1

く0 .を○ . 7

<0 . 5(0 . 8

<0 . 5′し1 . O

<0 . 5ノ〉1 . 4

0 . 9＼6 . 9

0 . 9し2 . 5

0 ･ 5ノし2 ･ 7

0 . 7′し3 . 9

0 . 7′)3 . O

<0 . 5′》1 . 4

<0 . 5ノし1 . 1

<0 . 5ノ}3 . 2

<0 . 5′〉1 . 6

<0 . 5′}1 . 1

<0 . 5ノ)3 . 8

<0 . 5′し1 . 4

0 . 7′し2 . 1

<0 . 5′}2 . 2

<0 . 5ノ〉1 . 7

0 . 5ノし1 . 4

<0 . 5ノし1 . 9

く0 , 5メし2 , 9

0 . 5ノし2 . 5

0 . 6ノ}3 . 3

<0 . 5′し1 . 7

<0 . 5/}1 . 9

<0 . 5′}1 . 8

く0 , 5ノし1 , 8

0 . 8′し2 . 5

0 . けし1 . 9

0 . 8′し1 . 3

0 . 6ノし1 . 3

0 . 7ノし3 . 4

<0 . けし1 . 5

<0 .を◆ . 8

<0 . 5ノし1 . 3

<0 . 5′し1 . 1

<0 . 序し1 . O

<0 . 5ノし1 . 1

<0 . けし1 . 2

0 . 6ノし3 . O

0 . 6′)2 . 2

0 . 6ノし1 . 6

0 . 5ノし2 . O

く0 . をし1 . 2

0 . 6ノし1 . 7

0 . 7′}2 . O

0 . 6ノし2 . 1

く0 . けし1 . 1

く0 . けし1 . 2

<0 . けし1 . 1

<0 . 5ノ)1 . 1

0 . 5′し3 . 7

0 . 8′)2 . 1

<0 . 5′し1 . 5

0 . 5′し2 . 2

0 . 6′し1 . 9

<0 . 5′し1 . 3

<0 . 5入0 . 6

<0 . 5ノし1 . 2

<0 . 5ノし1 . 2

<0 . 5ノし1 . 2

<0 . 5ノ》1 . 5

く0 , 5′し1 , O

0 , 5ノし2 , 4

0 , 5ノし2 , 7

0 . 5′し1 . 7

0 . 5()2 . 2

く〇 ‐ 5人望〇 ‐ 8

0 . 6()2 . 3

0 . 6()1 . 7

0 . 5(MO . 8

<0 . 5()1 . 1

<〇 ‐ 5()1 ‐ 1

<0 . 5()0 . 9

<0 . 5()1 . O

0/12

0/12

4/ 12

6ん2

4/12

2/12

0ハ2

/12

/12

/12

/12

/12

1/12

1/30

3/ 12

2/ 12

3/ 12

/ 12

/12

/ 12

/ 12

/ 12

/ 12

/ 12

0/12

0/12

1/12

7/ 12

2/ 12

0ん2

2/12

/ 12

/12

/12

/ 12

/12

1ハ2

1/30

3/ 12

0/12

1/12

/12

/12

/12

/ 12

/12

/12

/12

2/12

0/12

3/ 12

2/12

3/12

3/ 12

0/ 12

/12

/12

/ 12

/12

/ 12

0/12

0/29

1/ 12

0/ 12

0/ 12

/ 12

/ 12

/ 12

/ 12

/ 12

/ 12

/ 12

4/12

1/ 12

6/12

9/12

8/12

2/ 12

1ハ2

/ 12

/12

/ 12

/ 12

/ 12

1 / 12

1/28

3/ 12

2/12

4/ 12

/ 12

/ 12

/12

/12

/ 12

/12

/ 12

2/ 12

0/12

4/ 12

6/ 12

8/ 12

4/12

0/ 12

/12

/12

/12

/ 12

/12

2/12

1 /28

2/ 1 2

5/12

1/ 12

/ 12

/12

/12

/12

ん2

/ 12

/ 12

1 / 12

1/ 12

4ん2

5/12

4/ 12

1/12

0/12

/12

/12

/ 12

/ 12

/12

1 /12

1/27

6/ 12

3/12

0/ 12

/1 2

ん2

/12

/ 12

/12

/12

/ 12
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水 域 名 地点名
B O D 又は C O D 年平均値 ( mg/ “ )

3 年 度 4 年 度 5 年 度 6 年 度 7 年 度 8 年 度

日 野川 水系

日 野 川

法 勝 寺 川

板 井 原 川

( 2 級河 川 )

蒲 生 川

塩 見 川

河 内 川

勝 部 川

由 良 川

加 勢 蛇 川

阿 弥 陀 川

佐 陀 川

( 都市河川 )

旧 袋 川

玉 川

旧 加 茂 川

( 湖 沼 )

湖 山 池

東 郷 池

多 鯰 ヶ 池

中 海

( 海 域 )

美 保 湾

日 本海沿岸

皆 生

車 尾

八 幡

溝 口

武 庫

下 榎

生 山

矢 戸

福 市

法 勝 寺

高 尾

3 地 点

れ7

"7

ん7

んッ

"ツ

んツ

れ7

7 地 点

5 地 点

れッ

4 地 点

‘ッ

3 地 点

3 地 点

8 地 点

んッ

0 . 8

0 . 7

0 . 8

0 . 8

0 . 9

0 . 7

0 . 7

0 . 6

1 . 1

1 . 1

0 . 7

0 . 7()0 . 9

0 . 7()1 . 6

0 . 6()0 . 8

0 . 7()1 . 3

1 . 4()2 . 3

0 . 5()1 . O

0 . 5

0 . 6()0 . 9

1 . 7()3 . 1

0 . 9()17

2 . 4()4 . 9

5 . 0()6 . O

4 . 9()5 . 6

3 . 9()4 . 3

2 . 5()5 . 3

1 . 4()2 . 1

0 . 8()1 . 1

0 . 9

0 . 7

0 . 7

0 . 7

0 . 7

0 . 6

0 . 6

0 . 6

1 . 1

1 . 2

0 . 5

0 . 9()1 . 6

0 . 7()2 . 1

0 . 6()1 . 3

0 . 8()1 . 7

1 . 4()2 . O

0 . 5()0 . 8

<0 . 5()0 . 8

0 . 5()0 . 7

1 . 6()3 . O

0 . 9()1 1

1 . 6()3 . 2

6 . 8()7 . 8

4 . 2()4 . 5

4 . 0()5 . 1

2 . 3()4 . 9

1 . 3()2 . 1

0 . 9()1 . 4

0 . 7

0 . 7

0 . 7

0 . 7

0 . 6

0 . 7

0 . 6

0 . 5

1 . 1

0 . 9

0 . 6

1 , 0′し1 , 3

1 . 3ノし1 . 6

0 . 6′し1 . 1

0 . 7ノ〉1 . 8

1 . 5ノし2 . 5

0 , 5′し0 , 9

<0 . 5′し0 . 5

<0 . 5ノし0 . 6

1 . 5()2 . 2

0 . 7()15

1 . 7()3 . 7

4 . 9()6 . 3

3 . 6()3 . 7

4 . 2()5 . 1

2 . 8()4 . 7

1 . 0()1 . 7

0 . 5()1 . O

1 . 4

1 . 1

0 . 9

1 . O

0 . 9

0 . 7

1 . O

0 . 8

1 . 6

1 . 4

0 . 6

1 . 0()2 . 7

1 . 2()2 . O

0 . 6()3 . O

0 . 9()2 . 5

1 . 7()2 . 4

1 . 0()1 . 2

1 . 2()1 . 3

1 . 2()1 . 4

1 . 7()5 . O

0 . 9()9 . 9

1 . 9()3 . 9

7 . 7()8 . 2

4 . 1()4 . 3

3 . 2()3 . 5

2 . 9()5 . 2

0 . 8′し2 . 1

<0 . 5へ○ . 7

0 . 9

1 . 1

0 . 8

0 . 9

0 . 7

0 . 7

0 . 6

0 . 6

1 . O

1 . O

0 . 6

0 . 9()1 . 1

0 . 7()1 . 3

0 . 5()1 . O

0 . 6()2 . 4

1 . 3()2 . 1

0 . 6()0 . 7

0 . 8^)0 . 9

0 . 6()1 . 2

1 . 3()3 . 8

0 . 6()13

1 . 6()2 . 1

6 . 3()7 . 2

5 . 0()5 . 2

3 . 2()3 . 4

2 . 4()5 . 1

0 . 8()1 . 7

0 . 7()1 . 1

1 . 1

1 . O

0 . 8

0 . 9

0 . 8

0 . 7

0 . 7

0 . 6

1 . 1

1 . O

0 . 5

0 . 7()1 . O

0 . 9()1 . 6

0 . 6^)1 . O

0 . 6()2 . 2

1 . 4()2 . O

0 . 5()0 . 9

0 . 6()1 . 2

0 . 8()1 . 9

1 . 6()2 , 9

0 . 6()9 . 4

2 . 5()3 . 3

4 . 2()4 . 6

3 . 9()4 . 1

2 . 8()2 . 9

2 . 4()6 . 2

0 . 8()1 . 7

0 . 6()1 . O
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B O D又はC O D最小値~最大値 (mgノ リ x / y

3 年 度 4 年 度 5 年 度 6 年 度 7 年 度 8 年 度 3蝋 4饑叉 5饑又 6饑叉 7饑 8錢

<0 . けし1 . 3

<0 . けし1 . 3

<0 . をし2 . O

<0 .けし1 . 6

<0 . けし1 . 8

<0 . けし1 . 4

<0 . けし1 . 8

<0 . けし1 . O

<0 . けし1 . 4

0 . 6し1 . 4

<0 . けし1 . 5

<0 . 5′〉1 . 1

<0 .けし2 . O

<0 . 5′〉1 . 2

<0 . けし2 . 2

0 . けし3 . O

<0 . けし1 . 6

<0 . 5へ○ . 6

<0 . けし1 . 4

0 . 7()13

<0 . 5()47

0 . 9ハし24

3 . 1()14

3 . 7()14

3 . 0トベ6 . O

1 . 4()10

<0 . けし4 . 4

-<0 . 5′)1 . 7

<0 . 5′)1 . 2

<0 . 5′》1 . 5

<0 . 5ノし1 . O

<0 . 5ノ〉1 . 2

<0 . 5ノ〉1 . 2

<0 . 5へ○ . 9

<0 .を粉 . 8

<0 . 5へ○ . 8

0 . 7ノ〉1 . 7

0 . 6ノ》2 . 5

<0 . 5(}0 . 7

0 . 6()2 . 6

<○ ･ 5()3 ･ 0

<0 . 5()1 . 4

0 . 6()3 . 2

0 . 6()2 . 8

く0 ･ 5()1 ･ 1

<<○ ･ 5()1 ･ 2

<0 . 5(MO . 9

0 . 5()5 . 4

<0 . 5()46

<0 . 5()8 . 4

3 . 9h)20

2 . oh)6 . 8

3 . 1(M6 . 2

1 . 3()7 . 5

0 . 5′〉4 . O

<0 . 5′〉1 . 8

0 . 5′し1 . 3

<0 . けし1 . 2

く0 . けし1 . 1

<0 . をし1 . 2

く0 .を○ . 8

<0 . 5ノし1 . 8

<0 . けし1 . O

<0 .を◆ . 8

0 . 6〆し2 . 4

<0 . けし2 . O

<0 . 5(}0 . 9

く0 ･ 5()2 ･ 3

0 . 5()2 . 5

<0 . 5()2 . 4

<0 . 5()7 . 3

0 . 6()5 . 1

く0 ･ 5()1 ･ 6

<○ ･ 5(}。 ･ 6

く○ ‐ 5(MO ‐ 8

0 . 6()5 . 8

く〇 ‐ 5()32

0 . 6()8 . 8

2 . 7(J9 . 7

2 . 2()5 . 3

3 . 2(M6 . 9

1 . 7()8 . 2

0 . 5′〉2 . 8

<0 . けし1 . 2

0 , 5′し3 , 6

く0 , 5し2 , 7

<0 . 5′}1 . 7

<0 . 5′〉1 . 8

く0 , 5′し1 , 6

<0 . 5ノし1 . 4

く0 . けし1 . 9

<0 . 5′し1 . 5

0 ･ 6′し3 ･ 4

0 . 5ノ}2 . 6

<0 . 5′》1 . 1

く0 , 5〆し8 , 4

<0 . 5′}2 . 7

<0 . 5′し8 . 7

<0 . 5ノし5 . 6

0 ･ 5ノし4 ･ 5

<0 . 5ノし1 . 8

<0 . 5ノし2 . O

0 , 5ノし2 , 5

0 . 7()13

<〇 ‐ 5()35

0 . 9()11

3 . 3()18

2 . 2人)6 . 1

2 . 1{)4 . 5

1 . 5()8 . 5

く0 , 5ノし4 , 5

く0 ,を◆ . 8

く0 . けし1 . 5

<0 . けし5 . 3

<0 . けし1 . 3

<0 . 5′〉1 . 6

<0 . 5ノ〉1 . 6

<0 . 5′し1 . O

<0 . 5へ○ . 8

<0 . けし1 . O

0 . 6′し1 . 7

<0 . けし1 . 5

く0 ･ 5()1 一 〇

<0 . 5()2 . 6

<0 . 5()1 . 8

<0 . 5()1 . 7

<○ ‐ 5人M6 ‐ 4

0 . 8()3 . 5

<○ ‐ 5(MO ‐ 9

<0 . 5()2 . O

<0 . 5(し1 . 7

0 . 6()49

<0 . 5()53

0 . 5()5 . O

3 。 4()21

3 . 8(M6 . 9

2 . 5()4 . 9

1 . 7()8 . 7

く0 . けし2 . 7

<0 . けし1 . 4

0 . 6ノ〉2 . 3

<○ ･ 5メ)1 ･ 8

く0 . けし1 . 1

<0 . 序し1 . 8

<0 . 5′〉1 . 2

<0 . 5′〉1 . 2

<0 . 5′)1 . 2

く0 .を◆ . 9

0 . 6′〉1 . 7

<0 . けし1 . 9

<0 . 5へ○ . 8

<0 . 5′〉1 . 8

<0 . 5′〉2 . 6

<0 . 5ノ〉2 . 1

<0 . けし4 . 3

0 . 7′し3 . 6

く0 . をし1 . 5

く0 . けし2 . O

0 . 5′〉3 . 8

0 . 8()10

<【0 . 5(し29

0 . 9()9 . 6

2 . 9h)6 . 4

2 . 5()5 . 2

2 . 3()4 . 2

1 . 3()13

く0 . けし3 . O

く0 . けし1 . 9

0/12

0/30

1/12

1/ 12

3/12

1/12

2/12

0/12

/ 12

/ 12

/12

/12

/ 12

/ 12

/22

/12

/ 12

/ 12

/ 12

/ 100

/60

/52

48/48

48/48

/ 12

56/90

21/96

0/24

0/12

0/30

0/12

2/ 12

1/ 12

0/ 12

0/ 12

0/ 12

/ 12

/ 12

/12

/12

/12

/ 12

/22

/ 12

ん2

/ 12

/12

/102

/60

/60

48/48

36/48

/12

40/78

8/96

0/

0/12

0/30

1/12

1/ 12

0/12

1/12

0/12

0/12

/12

/ 12

/12

/ 12

/12

/ 12

/22

/12

/12

/ 12

/ 12

/102

/60

/55

45/48

33/48

/ 12

47/8 1

7/96

24

2/12

1 /30

4/12

4/12

5/12

2/12

4/12

3ん2

/ 12

/ 12

/12

/12

/ 12

/ 12

/26

/12

/12

/12

/12

/95

/60

/60

48/48

39/48

/12

42/60

5/96

0/24

0/12

1/30

3/12

2/12

1 /12

0/12

0/12

0/12

/12

/12

/1 1

/12

/12

/ 1 1

/24

/12

/12

/ 12

/12

/97

/60

/60

48/48

48/48

/12

37/60

3/96

0/24

1/12

0/29

1/12

3/12

1 / 12

1/12

2/12

0/12

/12

/ 12

ん2

/ 12

/12

/ 12

/24

/12

/12

/ 12

/12

/92

/60

/60

43/48

42/48

/12

39/57

4/96

0/24

-225-



生活環境項目

水 域 名 類 型 N

p H D 0 ( 昭 / “ )

x/y % m1n~maX x/y % m1n~maX

河川
千 代 川

"

天 神 川

"

日 野 川

んッ 螢A貽A榮A に〉リムQUリムハbリム 印盟約437444//////Û〔ÛÛU〔n〉̂=〕 〔nY〔ÛUAÛ=〕̂n〕
6 6 () 8 1

6 9 () 7 9

6 9 () 7 8

7 0 () 7 5

6 8 () 8 6

6 . 6 () 8 . 1 卸銘第蚫残額//////ÛnソムハÛÛU〔=〉
O

8 3

O

O

O

O

8 2 () 1 3

7 2 () 1 2

8 5 () 1 3

8 . 0 () 1 2

メ . 6 ~ 1 3

7 . 6 () 1 3

湖沼
湖 山 池

東 郷 池

中 海 AAA メ44女QJ
1 /48

5 /48

21/129

2 1

1 0 . 4

1 6 . 3

6 8 () 8 6

6 9 () 9 2

7 . 5 () 9 . 3

8 /48

4 /48

44/129

1 6 7

8 3

3 4 . 1

4 9 () 1 2

6 1 () 1 3

4 . 0 () 1 4

海域
美 保 湾

"

日 本 海 ABA 7127
17/84

2 /12

1 /81

2 0 2

1 6 7

1 . 2

8 1 () 8 6

8 1 () 8 5

7 . 9 () 8 . 6

26/84

0 /12

15/24

3 1 0

O

6 2 . 5

6 5 () 9 8

6 9 () 9 2

6 . 7 () 8 . 4

。十

河 川

"ツ

湖 沼

海 域

ん7 船AAAB 146野望1
0 /174

0 /1 1 1

27/225

18/165

2 /12

O

O

1 2 0

1 0 9

1 6 . 7

6 6 () 8 6

6 6 () 8 1

6 8 () 9 3

7 9 () 8 6

8 . 1 () 8 . 5

0 /168

2 /104

56/225

41/108

0 /12

O

1 9

2 4 . 9

3 8 0

O

8 2 () 1 3

7 2 () 1 3

4 0 () 1 4

6 5 () 9 8

6 . 9 () 9 . 2

合 。十 72 47/687 6 . 8
l

99/617 1 6 0
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注 × / y 環境基準に不適合の 日 数/総測定 日 数
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B OD又はC OD (mg/ “ ) S S 又 は 油分 ( mg/ “ ) 大 腸 菌 群 数 ( M P N / 1 0 o m 1 )

x/y % m1n~maX x/y % mm~maX x/y % m1n ~m aX

(B OD)

14/60

2 /24

9 /36

2 /39

8 /72

1 /41

2 3 3

8 3

2 5 0

5 1

1 1 1

2 . 4

く 0 ‐ 5~州
0 . 5()3 . 7

< 0 . 5()2 . 2

0 . 5()2 . 7

く 0 ‐ 5() 1 ‐ 8

< 0 . 5()2 . 3

( S S )

0 /60

0 /24

1 /36

2 /39

0 /72

0 /41

O

O

2 8

5 1

O

O

< 1 () 1 1

2 () 1 5

< 1 ()31

1 () 52

< 1 () 16

1 ()22

60/60

20/24

36/36

38/39

71/72

36/41

1 0 0

8 3 3

1 0 0

9 7 4

9 8 6

8 7 . 8

7 . 8 × 10 ()>2 . 4 × 10 5

3 . 3 × 10 れ･)>2 . 4 × 10 5

2 ･ 2 × 10 れ、)4 ･ 9 × 10 4

4 ･ 9 × 10 れ、)1 ･ 2 × 10 5

3 . 3 × 10 ()3 . 5 × 10 4

2 . 3 × 10 れ･)1 . 7 × 10 4

(COD)

43/48

42/48

68/129

9 3 8

8 7 5

5 2 . 7

2 . 9()6 . 4

2 . 5()5 . 2

0 . 7() 13

( S S )

34/48

28/48

61/129

7 0 8

5 8 3

4 7 . 3

2 () 18

1 () 1 3

2 ()22

1 9/48

8 /48

7 /93

3 9 6

1 6 7

7 . 5

1 . 2 × 10し2 . 6 × 10 4

2 . 5 × 10′)5 . 0 × 10 4

< 1 ･ 8ノ〉1 ･ 6 × 10 4

(COD)

4 /84

0 /12

0 /81

4 . 8

O

O

< 0 . 5 ノし3 . O

< 0 . 5 ノし 1 . 4

< 0 . 5 ′し 1 . 9

( 油 分 )

0 /84

0 /12

0 /24 nUnv̂=〕
N D

N D

N D

0 /84

-/12

0 /24

O

O

< 1 . 8′〉8 . 0 × 10 2

< 1 . 8ノ〉7 . 8

< 1 . 8′し2 . 4 × 10 3

31/168

5 /104

153/225

4 /165

0 /12

1 8 5

4 8

6 8 0

2 4

O

< 0 . 5 ノ~2 . 2

< 0 . 5 ′し3 . 7

0 . 7 ノし6 . 4

< 0 . 5 ノし3 . O

< 0 . 5 ノし 1 . 4

1 /168

2 /104

123/225

0 /108

0 /12

0 6

1 9

5 4 7

O

O

< 1 ~31

1 ~52

1 ~22

N D

N D

167/168

94/104

34/189

o /108

-/12

9 9 4

9 0 4

1 8 0

O

7 . 8 × 10 ~>2 . 4 × 10 5

2 . 3 × 10 2~>2 . 4 × 10 5

< 1 . 8ノ)5 . 0 × 10 4

< 1 . 8′し2 . 4 × 10 3

< 1 . 8ノし7 . 8

193/674 2 8 . 6 126/617 2 0 . 4 295/581 5 0 . 8



特定事業場の区分 牛
馬
置
業

、
は
設
事

設
又
を
定

施
設
設
特

房
施
施
る

豚
房
房
す
場

製
食

、
又
料
び
製
特

品
産
業
料
肥
及
脂
る

料
水
造
銅
質
業
油
係
場

食
、製
系
機
造
物
に
業

産
業
品
物
有
製
植
業
事

畜
造
料
動
は
の
動
造
定

渡
す
場

鰯
羅
轢

処
を
定

尿
黛
鷁

絞
殺
事

灘
擬

処
の
る

尿
め
す
場

し
Q
置
業

鯛末
置
場

終
設
楽

道
を
事

水
設
定

下
施
特

排
)

な
ル

的
ト

均
一

平
メ

の
方

いり
,;妨

数
量
位

据
脉
使

五
〇

未
満

二
五

以
上

一
、
0
0
0
未
満

五
〇

以
上

一
、
0
0
0
以
上

五
〇

未
満

工
五

以
上

｣
、
0
0
0
未
満

五
〇

以
上

一
、
0
0
0
以
上

五
〇

未
満

二
五

以
上

一
、
0
0
0
未
満

五
〇

以
上

一
、
0
0
0
以
上

五
〇

未
満

二
五

以
上

て
0
0
0
未
満

五
〇

以
上

一
、
○
○
0
以
上

五
〇

未
満

二
五

以
上

五
、
0
0
0
未
満

五
〇

以
上

五
0

、
0
0
0
未
満

五
、
0
0
0
以
上

五
0

、
0
0
0
以
上

項
目

及
び

許
容

限
度

水素イオン濃度 (水素指数)

八
･
六
以
下

五
･
八
以
上

八
･
六
以
下

五
･
八
以
上

八
･
六
以
下

五
･
八
以
上

八
･
六
以
下

五
･
八
以
上

八
･
六
以
下

五
･
八
以
上

･

素
量

ル
ム

酸
ト
ラ

的
ッ
グ

学
求
“
刈

化
き

物
粒
つ

生
要
煙
腋

最
大

一
六
〇

ノ
ノ
/
/

一
六
〇

/
/

ノ
ノ

一
六
〇

/
/
/
/

一
六
〇

/
/

ノ
ノ

-
六
〇

/
/
/
/

ノ
ノ

平
均

日
間

五
〇

五
〇

五
〇

五
〇

五
〇

五
〇

三
〇

三
〇

二
〇

三
〇

三
〇

二
〇

二
〇

二
〇

二
〇

一
〇

素
量

ル
ム

酸
弁
の

的
求
“
"▲き

学
位

つ
化
要
僅
舵

最
大

一
六
〇

/
/

/
/

一
六
〇

/
/

/
/ 一
六
〇

/
/

/
/ 一
六
〇

/
/

/
/

エ
ハ
○

/
/

/
/
/
/

平
均

日
間

五
〇

五
〇

五
〇

五
〇

五
〇

五
〇

三
〇

三
〇

二
〇

三
〇

三
〇

二
〇

三
〇

三
〇

三
〇

一
五

量
ル
ム

ト
ー

-フ

質
ソ
グ

物
“
"ふきC

遊
位

つ
浮

徹碇

最
大

二
〇
〇

/
/

ノ
ノ

二
〇
〇

/
/
/
/

二
〇
〇

ノ
ノ
/
/

二
〇
〇

/
/

/
/

二
〇
〇

ノ
ノ

ノ
ノ
/
/

平
均

日
間

一
五
〇

/
/

/
/ 一
五
〇

/
/
/
/

一
五
〇

/
/

ノ
ノ

一
五
〇

/
/
/
/

一
五
〇

/
/

/
/
/
/

鰓癈 鉱油類含有量 最
大 五

ノ
ノ
/

/ 五

ノ
ノ

ノ
ノ 五

ノ
ノ

ノ
ノ 五

ノ
ノ
ノ

ノ 五

ノノ /
/

ノ
ノ動植物油脂類含有量 最

大

三
〇

ノ
ノ
ノ

ノ

三
〇

ノ
ン

ノ
ン

三
〇

/
/

ノ
ン

三
〇

/
/

ノ
ノ

三
〇

/
/
/

/
/

ん

数
ン
き

疑娚靴犠個

平
均

日
間

三
、
0
0
〇

三
、
0
0
〇

三
、
0
0
〇

三
、
0
0
〇

三
、
0
0
〇

『/
!
/
/

/窒素含有量(態勢綴り多少幻 平
均

日
間

三
〇

三
〇

三
〇

五
〇

五
〇

三
〇

二
〇

二
〇

一
五

二
五

二
五

一
五

三
五

三
五

三
五

二
〇

-量彬弘
有
努

含-位嬉
燐
偲 平
均

日
間 四 四 三 五 五 三 二 二 二 五 五 三 三 三 三 こ

場業事定

＼
＼

特

資料27 水質汚濁防止法第 3 条第 3 項の規定に基づ く 上乗せ排水基準

(1 ) 中海流入区域に適用 さ れ る上乗せ排水基準
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新設特定事業場その他の特定事業場 牛
馬
置
業

、
は
設
事

設
又
を
定

施
設
設
特

房
施
施
る

豚
房
房
す
場

製
食

、又
料
び
製
特

品
産
業
料
肥
及
脂
る

料
水
造
飼
質
業
油
係
場

食
、製
系
機
造
物
に
業

産
業
品
物
有
製
植
薬
事

畜
造
料
動
は
の
動
造
定

椴
謝
翔

獲
搬
皹

尿
の
鷁

鰕
毅
藤

獺
鱗
鷁

尿
⑬
酎
翔

埋
る

処
す

末
置
場

終
設
楽

道
を
事

水
設
定

下
施
特

その他の特定事業場

五
〇

未
満

二
五

以
上

一
、
○
○
0
未
満

五
〇

以
上

一
、
0
0
0
以
上

五
〇

未
満

二
五

以
上

一
、
0
0
0
未
満

五
〇

以
上

一
、
0
0
0
以
上

五
〇

未
満

二
五

以
上

一
、
0
0
0
未
満

五
〇

以
上

一
、
○
○
0
以
上

五
〇

未
満

二
五

以
上

一
、
0
0
0
未
満

五
〇

以
上

一
、
0
○
○
以
上

五
〇

未
満

二
五

以
上

一
、
0
0
0
未
満

五
〇

以
上

一
、
0
0
0
以
上

五
〇

未
満

二
五

以
上

珪
、
00
0
脚
未
鏑

五
0

、
0
0
0
未
満

五
、
0
0
0
以
上

五
0

、
0
0
0
以
上

五
〇

未
満

二
五

以
上

一
、
0
0
0
未
満

五
〇

以
上

一
、
0
0
0
以
上

八
･
六
以
下

五
･
八
以
上

八
･
六
以
下

五
･
八
以
上

八
･
六
以
下

五
･
八
以
上

八
･
六
以
下

五
･
八
以
上

′
′

八
･
六
以
下

五
･
八
以
上

′
′

八
･
六
以
下

五
･
八
以
上

八
･
六
以
下

五
･
八
以
上

ニ
ハ
○

/
/

/
/

一
六
〇

/
/

/
/ 一
六
〇

/
/
/
/

一
六
〇

/
/

/
/

一
六
〇

/
/

/
/

一
六
〇

/
/

/
/
/
/

一
六
〇

/
/
/
/

三
〇

三
〇

二
〇

四
〇

四
〇

四
〇

四
〇

四
〇

四
〇

二
〇

二
〇

二
〇

三
〇

三
〇

二
〇

二
〇

二
〇

一
〇

一
〇

三
〇

三
〇

二
〇

一
六
〇

ノ
ノ

/
/ 一
六
〇

/
/

/
/

一
六
〇

/
/
/
/

一
六
〇

/
/

/
/ 一
六
〇

/
/

/
/ エ
ハ
○

/
/

ノ
ノ

/
/

ニ
ハ
。

ノ
ノ
ノ
ノ

三
〇

三
〇

二
〇

四
〇

四
〇

四
〇

四
〇

四
〇

四
〇

二
〇

一

一

一 一 一 一 一 一
五

一
五

三
〇

三
〇

二
〇一〇 一〇

ニ
○

ニ
○ 一〇

ニ
〇

ニ
○

二
〇
〇

/
/

ノ
ノ

二
〇
〇

ノ
ノ
/
/

二
〇
〇

/
/

/
/

二
〇
〇

/
/
/
/

二
〇
〇

/
/
/
/

二
〇
〇

/
/
/
/

一/
/

二
〇
〇

ノ
ノ

/
/

一
五
〇

/
/

/
/ 一
五
〇

/
/
/
/

一
五
〇

/
/
/
/

一
五
〇

/
/

/
/

一
五
〇

/
/

/
/ 一
五
〇

/
/

/
/
/
/

一
五
〇

/
/
/
/

五

/
/

/
/ 五

/
/
ノ

ノ 五

/
/
/

/ 五

/
/
/

/ 五

/
/
/

/ 五

/
/
/

‘
/

/ 五

/
/

/
/

三
〇

ノ
ノ
/

/

三
〇

/
/

/
/

三
〇

/
/
/

/

三
〇

ノ
ノ

/
/

三
〇

ノ
ノ

/
/

三
〇

/
/
/

/
ノ

ノ

三
〇

/
/

/
/

三
、
0
0
〇

三
、
0
0
〇

三
、
0
0
〇

三
、
0
0
〇

三
、
0
0
〇

三
、
0
0
〇

三
、
0
0
〇

二
五

二
五

一
五

二
〇

二
〇

二
〇

二
〇

二
〇

二
〇

二
〇

二
〇

一
五

二
〇

二
〇

一
五

三
〇

三
〇

二
〇

一
五

二
〇

二
〇

一
五

四 四 三 三 三 二 三 三 二 二 二 二 四 四 三 三 三 二 一 三 三 二
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( 2) 美保湾流入区域に適用 さ れ る 上乗せ排水基準

特定事業場の区分 製
び
学
係
事

プ
及
化
に
定

ル
業
材
業
特
場

パ
造
木
工
る
業

の
業

他
事

の
定

そ
特
場

糧螂鰯
碗

劾
鰕

賓

五
〇
未
満

二
五
以
上

五
〇
以
上

五
〇
未
満

二
五
以
上

五
〇
以
上

項
目

及
び

許
容

限
度

度濃
拗

オ
賄

癈
泳

水

河
川
湖
沼

八
･
六
以
下

五
･
八
以
上

八
･
六
以
下

五
･
八
以
上

海
域

九
･
0
以
下

五
･
0
以
上

九
･
0
以
下

五
･
0
以
上

量
、
ノ

求
ル
ム

要
ト

フ
素

ッ
グ

酸
ノ
リ

的
1
ミ

学
き

化
位

つ
物

単
に

生
/
、

最
大

ニ
ハ
〇

三
一〇

ニ
ハ
○

日
間
平
均

三
一〇

九
〇

三
一〇

糧
幻

孃
拶
"

酸
ー
漆

鰄
鰐

最
大

一
六
〇

一
二
〇

一
六
〇

日
間
平
均

三
一〇

九
〇

一
二
〇

量
ル
ム

質
劣=
′
=
/

物
1
ミしき

遊
位

つ
単
に

浮
/
、

最
大

二
〇
〇

六
〇

二
〇
〇

口
間
平
均

一
五
〇

五
〇

一
五
〇

楡
唯
諺
珍
巴

抽
出
物
質
含
有
量

ンノ
ル

マ
ル

ヘ
キ
サ

類
量

油
有

鉱
含

最
大 五

/
/

五

ノ
ノ

脂
量

油
句

物
祠

植
ぶ已

動
類

最
大

三
〇

/
/ 三
〇

/
/

･数
ン
き

群
超

菌
稀

腸
位
か

大
洋
権

日
間
平
均

三
、
0
0
〇

三
、
0
0
〇

-23←

場
排
水

、
雨
水
そ
の
他
の
特
殊
な
排
水
を
除
く
J
を
処
理
す
る
施
没
以
外
の
も
の
を
い

っ
て
市
町
村
が
設
置
し

、
便
所
と
連
結
し
て
し
尿
を
又
は
し
尿
と
併
せ
て
雑
排
水

(
工

尿
処
理
施
設
で
あ

っ
て

、
同
法
第
六
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
計
画
に
従

関
す
る
法
律

(昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号

)
第
八
条
第

一
項
に
規
定
す
る
し

3
こ
の
表
に
お
い
て

、
｢し
尿
処
理
施
設

(
A

)｣
と
は

、
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に

業
場
以
外
の
特
定
事
業
場
を
い
う

。

工
事
を
し
て
い
る
も
の
を
含
む
J
を
い
い

、
｢新
設
特
定
事
業
場

｣
と
は
既
設
特
定
事

れ
た
日
を
い
う
J
前
に
既
に
特
定
施
設
を
設
置
し
て
い
る
工
場
又
は
事
業
場

(設
置
の

よ
り
新
た
に
特
定
施
設
が
定
め
ら
れ
た
場
合
に
あ

っ
て
は

、
当
該
特
定
施
設
が
定
め
ら

質
汚
濁
防
止
法
施
行
令

(昭
和
四
十
六
年
政
令
第
百
八
十
八
号

)
別
表
第

一
の
改
正
に

2
こ
の
表
に
お
い
て

、
｢
既
設
特
定
事
業
場

｣
と
は
昭
和
六
十
三
年
十

一
月

一
日

(水

薬
場
を
い
う

。

施
没

｣
と
い
う
J
を
除
く

。
以
下

｢特
定
施
設

｣
と
い
う
J
を
設
置
す
る
工
場
又
は
事

規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
特
定
施
設
と
み
な
さ
れ
る
施
設

(以
下

｢
み
な
し
特
定

設
(湖
沼
水
質
保
全
特
別
措
置
法

(昭
和
五
十
九
年
法
律
第
六
十

一
号

)
第
十
四
条
の

1
こ
の
表
に
お
い
て

｢特
定
事
業
場

｣
と
は

、
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
施

備
考

す
る

。

に
つ
い
て
は

、
そ
れ
ら
の
上
乗
せ
排
水
基
準
の
う
ち
最
大
の
許
容
限
度
の
も
の
を
適
用

の
上
乗
せ
排
水
基
準
が
定
め
ら
れ
て
い
る
と
き
は

、
当
該
特
定
事
業
場
に
係
る
排
出
水

に
お
い
て

、
当
該
二
以
上
の
区
分
に

つ
き
そ
れ
ぞ
れ
の
項
目
ご
と
に
異
な
る
許
容
限
度

6
一
の
特
定
事
業
場
が
同
時
に
二
以
上
の
異
な
る
特
定
事
業
場
の
区
分
に
属
す
る
場
合

て
の
上
乗
せ
排
水
基
準
を
適
用
す
る

。
つ
い
て
は

、
生
物
化
学
的
酸
素
要
求
量
及
び
化
学
的
酸
素
要
求
量
の
そ
れ
ぞ
れ
に

つ
い

パ
ル
プ
製
造
業
及
び
木
材
化
学
工
業
に
係
る
特
定
事
業
場
か
ら
排
出
さ
れ
る
排
出
水
に

す
る

。
た
だ
し

、
第
三
条
の
表
第
二
号
に
掲
げ
る
区
域
に
排
出
さ
れ
る
排
出
水
の
う
ち

い
て
の
上
乗
せ
排
水
基
準
は

、
海
域
及
び
湖
沼
に
排
出
さ
れ
る
排
出
水
に
限

っ
て
適
用

の
公
共
用
水
域
に
排
出
さ
れ
る
排
出
水
に
限

っ
て
適
用
し

、
化
学
的
酸
素
要
求
量
に

つ

5
生
物
化
学
的
酸
素
要
求
量
に

つ
い
て
の
上
乗
せ
排
水
基
準
は

、
海
域
及
び
湖
沼
以
外

い
て
定
め
た
も
の
で
あ
る

。

4
｢
日
間
平
均

｣
に
よ
る
許
容
限
度
は

、
一
日
の
排
出
水
の
平
均
的
な
汚
染
状
態
に

つ
を
い
う

。

い
、

｢し
尿
処
理
施
設

(
B

)｣
と
は

｢
し
尿
処
理
施
設

(A
)｣
以
外
の
し
尿
処
理
施
設



属
す
る
こ
と
と
な
る
場
合
は

、
こ
の
限
り
で
な
い

。
と
同
時
に
別
表
第

一
の

｢し
尿
処
理
施
設

(B
)
の
み
を
設
置
す
る
特
定
事
業
場

｣
に

没
で
あ
る
ち
ゅ
う
房
施
没

、
洗
浄
施
設
又
は
入
浴
施
設
を
設
置
す
る
病
院

｣
に
属
す
る

用
す
る

。
た
だ
し

、
当
該
工
場
又
は
事
業
場
が
こ
の
表
の

｢み
な
し
指
定
地
域
特
定
施

は
事
業
場
に
係
る
排
出
水
に

つ
い
て
は

、
別
表
第

一
に
掲
げ
る
上
乗
せ
排
水
基
準
を
適

第
一
の
特
定
事
業
場
の
区
分
に
属
す
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
お
い
て
は

、
当
該
工
場
又

5
一
の
工
場
又
は
事
業
場
が
こ
の
表
の
特
定
事
業
場
の
区
分
に
属
す
る
と
同
時
に
別
表

凖
に
つ
い
て
準
用
す
る

。
4

別
表
第

一
の
備
考
4
及
び
5
の
本
文
の
規
定
は

、
こ
の
表
に
掲
げ
る
上
乗
せ
排
水
基

の
特
定
事
業
場
を
い
う

。
い
る
も
の
を
含
む

。
)
を
い
い

、
｢新
設
特
定
事
業
場

｣
と
は
既
設
特
定
事
業
場
以
外

な
し
指
定
地
域
特
定
施
設
を
設
置
し
て
い
る
工
場
又
は
事
業
場

(設
置
の
工
事
を
し
て

3
こ
の
表
に
お
い
て

、
｢既
設
特
定
事
業
場

｣
と
は
平
成
元
年
八
月

一
日
前
に
既
に
み

に
規
定
す
る
指
定
地
域
特
定
施
設
と
み
な
さ
れ
る
施
設
を
い
う

。
九
年
法
律
第
六
十

一
号

)
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
水
質
汚
濁
防
止
法
第
二
条
第
三
項

2
｢み
な
し
指
定
地
域
特
定
施
設

｣
と
は

、
湖
沼
水
質
保
全
特
別
措
置
法

(昭
和
五
十

る
工
場
又
は
事
業
場
を
い
う

。
1

こ
の
表
に
お
い
て

｢特
定
事
業
場

｣
と
は

、
み
な
し
指
定
地
域
特
定
施
設
を
設
置
す

( 3 ) 湖沼水質保全特別措置法に基づ く みな し指定地域特定施設に適用 さ れ る 上乗せ排水基準

分区の場業事定特

枡 既設特定事業場 新設特定事業場
蹴椴槻繊遂詠
楓鰔瀦椴鞠繧紙

讓
場

猟襲 饗
嚢

な
特
る
の
る

み
域
あ
槽
す
場

平
量

ル

の
水

本
り
出

メ
た
排

方

当
な

立

日
的

位
ー
均

鰓

五
〇

未
満

二
五

以
上

一
、
○
0
0
未
満

五
〇

以
上

一
、
0
0
0
以
上

五
〇

未
満

二
五

以
上

一
、
0
0
0
未
満

五
〇

以
上

一
、
0
0
0
以
上

五
〇

未
満

二
五

以
上

一
、
0
0
0
未
満

五
〇

以
上

一
、
0
0
0
以
上

五
〇

未
満

二
五

以
上

一
、
0
0
0
未
満

五
〇

以
上

一
、
0
0
0
以
上

項
目

及
び

許
容

限
度

｣

度濃
)

ン
,指素

イ
水

素
( 数

水

八
･
六
以
下

五
･
八
以
上

八
･
六
以
下

五
･
八
以
上

八
･
六
以
下

五
･
八
以
上

八
･
六
以
下

五
･
八
以
上

素
量

ル
ム

ト
ー
フ

酸
ッグ

的学
求

“
刈

化
き

物要
健

最
大

一
大
〇

/
/
/
/

一
六
〇

/
/

/
/ 一
六
〇

/
/
/
/

一
六
〇

/
/

/
/

平
均

日
間

三
〇

三
〇

二
〇

九
〇

九
〇

二
〇

三
〇

三
〇

二
〇

六
〇

六
〇

一
〇

素
量

ル
ム

ト
ー
フ

酸
ッ
グ

的
求

“
刈

学
き

駈
り

イ
餌
腋

最
大

一
六
〇

/
/

/
/ 一
六
〇

/
/

/
/ 一
六
〇

/
/
/
/

一
六
〇

/
/

/
/

平
均

日
間

三
〇

三
〇

二
〇

九
〇

九
〇

二
〇

三
〇

三
〇

二
〇

六
〇

六
〇

二
〇

量
ル
ム

質
劣

物
“
幻しき

溌
涎

最
大

二
〇
〇

/
/
/
/

二
〇
〇

/
/

/
/

二
〇
〇

/
/
/
/

二
〇
〇

/
/

/
/

平
均

日
間

一
五
〇

/
/

/
/

一
五
〇

/
/
/
/

一
五
〇

/
/
/
/

一
五
〇

/
/
/
/

に
つ
き
ミ
リ
グ

フ
ム

/
単
位

一
リ

ン
ト
ル

、
抽
出
物
質
含
有
量

ノ
ル

マ
ル

ヘ
キ
サ
ン

鉱油類 含有量 最
大 五

/
/

/
/

五

/
/

-
/
/

五

/
/

/
/

五

/
/

/
/

動植物油脂類含有量 最
大

三
〇

/
/

/
/ 三
〇

/
/

/
/ ニ
〇

/
/

/
/ 三
〇

ノ
ノ

/
/

数
ン
き

醍
一

鬱
樹

平
均

日
間

三
、
0
0
〇

三
、
0
0
〇

-

三
、
0
0
〇

｢
0
0
〇

量
ル
ム

有
弁
の

合
“
"

素
、
培

窒
僅
舵

平
均

日
間

二
五

二
五

一
五

六
〇

六
〇

一
五

二
〇

二
〇

一
五

五
〇

五
〇

一
五

量
武門

~
-ト

‐
-フ

有
疹

含
き

燐鰹 平
均

日
間 四 四 三 八 八 三 三 三 二 五 五 三
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資料28 湖沼に係る窒素及び燐の排水規制 (水質汚濁防止法)

湖沼の水質汚濁を防止す る ため 、 富栄養化の原因物質であ る窒素、 燐について排水基準が設定 さ れ 、

湖沼植物プ ラ ン ク ト ン の著 しい増殖を も た らすおそれがあ る湖沼 (環境庁長官が定め る 湖沼) 及び こ れ

に流入す る 公共用水域に排出 さ れ る排出水に適用 さ れ る 。

(昭和60年 7 月 15 日 施行)

1 環境庁長官が定め る湖沼

(1 ) 窒素に係 る排水基準適用対象湖沼及び位置

湖 沼 位 置

湖 山 池

中 海

東 郷 池

鳥取市

米子市、 境港市、 島根県

羽合町、 東郷町

(2) 燐に係 る 排水基準適用対象湖沼及び位置

湖 沼 位 置

湖 山 池

多 鯰 ヶ 池

中 海

池 の 谷 た め 池

佐 治 川 ダ ム 貯 水 池

東 郷 池

中 津 ダ ム 貯 水 池

菅 沢 ダ ム 貯 水 池

鵜 の 池

俣 野 川 ダ ム 貯 水 池

鳥取市

鳥取市、 福部村

米子市、 境港市、 島根県

倉吉市

佐治村

羽合町、 東郷町

三朝町

日 南町

日 野町

江府町

2 排水基準

の 規制対象事業場

水質汚濁防止法に定め る 特定事業場

(排水量50が/ 日 以上)

(2) 一般基準

窒素含有量 120mg/ “ ( 日 間平均 60mg/ “ )

隣含有量 16 mg/ “ ( 日 間平均 8mgノ リ

(一般基準への対応が困難な業種については 、 平成 7 年 7 月 15 日 か ら 5 年間暫定基準を適用 )

(3) 暫定基準
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項目 業種その他の区分 許容限度窒素含有量 (単位mg/の 畜産農業 秒均間日
[

140

量
の

有
嗽

合
位

燐
饉 畜産農業 "“′

r

34アルマイト加工業 50“100

-233-



資料29 新増設の湖沼特定事業場に対する汚濁負荷量規制

(湖沼水質保全特別措置法第 7 条第 1 項)

1 化学的酸素要求量に係 る規制基準

湖 沼 特 定 事 業 場 の 区 分 規 制 基 準

1 平成 2 年 7 月 15 日 以後新た に設置 さ れ

る 湖沼特定事業場 (以下 ｢新装事業場｣

と い う 。 )

L = a ･ Q b x 10- 3

2 新設事業場以外の湖沼特定事業場で、

平成 2 年 7 月 15 日 以後に湖沼特定施設の

没置又は構造等の変更を行 う も の

L = { a ･ Q b - 1 ･ ( Q - Q o ) 十 C ･ Q o } x 10 - 3

備 考

右欄に定め る 式におい て L 、 Q 、 Qo 、 b 及びC は 、 それぞれ次の値を表す も の と す る 。

L 排出が 。午容 さ れ る 汚濁負荷量 (単位 1 日 につ き キ ロ グ フ ム )

Q 排出水の量 (単位 1 日 につ き立万 メ ー ト ル )

Q o こ の規制基準の適用の際におけ る 排出水の量 (単位 1 日 につ き立万 メ ー ト ル)

a b お よ び C a 及び b は湖沼特定事業場の排出水に適用 さ れ る 水質汚濁防止法 (昭和45年法律

第138号) 及び水質汚濁防止法第 3 条第 3 項の規定に基づ く 排水基準を定め る 条例 (昭

和48年10月 鳥取県条例第40号) に基づ く 化学的酸素要求量又は生物化学的酸素要求量の

日 真平均値に係 る排水基準 (以下 ｢排水基準｣ と い う 。 ) の区分に従い次の表に定め る

数値 と し 、 C は当該排水基準 (単位 1 リ ッ ト ル につ き ミ リ グ ラ ム ) と す る 。

C ( 排 水 基 準 ) a b

2 0 2 2 7

0 . 9 7

3 0 3 4 . O

4 0 4 7 . 3

0 . 9 6

5 0 5 9 . 1

6 0 6 8 0

0 9 7

｣

9 0 1 0 2

1 2 0 1 3 6
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2 窒素含有量及び燐含有量に係 る規制基準

湖 沼 特 定 事 業 場 の 区 分 規 制 基 準

1 平成 7 年11月 1 日 以後新た に設置 さ れ

る湖沼特定事業場 (以下 ｢新設事業場｣

と い う 。 )

L = a Q b x 10- 3

2 新設事業場以外の湖沼特定事業場で、

平成 7 年1 1 月 1 日 以後に湖沼特定施設の

設置又は構造等の変更を行 う も の

L = { a . Q b - 1 ･ ( Q - Q o ) 十 C ･ Q o } x 10 - 3

備 考

右欄に定め る 式において L 、 Q 、 Qo 、 a b 及び C は 、 それぞれ次の値を表す も の と す る 。

L 排出が 。午容 さ れ る汚濁負荷量 (単位 1 日 につ き キ ロ グ フ ム )

Q 排出水の量 (単位 1 日 につ き 立万 メ ー ト ル )

Q o こ の規制基準の適用の際におけ る排出水の量 (単位 1 日 につ き 立万 メ ー ト ル )

a 、 b お よ びC 、 a 及び b は湖沼特定事業場の排出水に適用 さ れ る 水質汚濁防止法 (昭和45年法律

第138号 ) 及び水質汚濁防止法第 3 条第 3 項の規定に基づ く 排水基準を定め る 条例に基

づ く 窒素含有量及び隣含有量の 日 間平均に係 る排水基準 (以下 ｢排水基準｣ と い う 。 )

の区分並びに業種等の区分に従い 、 そ れぞれ次の表に定め る数値 と し 、 C は当該排水基

準 (単位 1 リ ッ ト ル につ き ミ リ グ ラ ム ) と す る 。

規制項 目 業 種 等 の 区 分 C (排水基準) a b

窒 素 含有量

水産食料品製造業等

の業種

2 0 2 3 . 6

0 . 9 63 0 3 5 . 5

5 0 5 9 . 1

そ の 他 の 業 種

1 5 1 7 . O

0 9 7

2 0 2 2 . 7

2 5 2 8 . 3

5 0 5 6 . 7

6 0 6 8 . O

隣 含 有 量

水産食料品製造業等

の業種

2 2 . 3 6

0 . 9 6

3 3 . 5 5

4 4 . 7 3

5 5 . 9 1

そ の 他 の 業 種

2 2 . 2 7

0 . 9 7

3 3 . 4 0

4 4 . 5 3

5 5 . 6 7

8 9 0 7
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資料30 指定施設、 準用指定施設 (一定規模以上の畜舎及びこ いの養殖施設) に対する

構造及び使用の方法に関する規制 (湖沼水質保全特別措置法第1 9条第 1 項)

!
信
昭
1
I

I
=瀞
月
枦

′
-‘
-

-
I
l
‘

I

1 湖沼水質保全特別措置法施行令第 6 条第 1 号又は第10条に掲げ る施設に係 る構造及び使用の方法に

関す る基準

の 豚房、 牛房及び馬房の床 (以下 ｢床｣ と い う 。 ) は 、 汚物又は汚水の除去に支障を来 さ な い構造

とす る こ と 。

(2 ) 豚房、 牛房及び馬房の内部は、 汚物又は汚水の除去に支障を来 さ な い よ う 適切な広 さ と 高 さ を有

す る こ と 。

(3) 豚房、 牛房及び,馬房に接す る 畜舎の通路等 (以下 ｢通路等｣ と い う 。 ) で汚物又は汚水が飛散す

る おそれの あ る箇所は 、 汚物又は汚水の除去に支障を来 さ な い構造 と す る こ と 。

(4) 汚物の保管設備及び汚水貯留槽は、 汚物又は汚水の保管、 貯留及び除去に支障を来 さ な い構造と

す る こ と 。

(5 ) 床及び通路等に雨水が流入 し ない構造 とす る こ と 。

(6 ) 汚物の保管設備及び汚水貯留槽の汚水が公共用水域に直接排出 さ れな い よ う 汚物の保管設備得呼

びおすい貯留槽を適切に使用す る こ と 。

(7) 糞尿がみだ り に流亡 し な い よ う 適切に管理す る こ と 。

(8 ) 以上の措置 と 同等以上の効果を有す る 措置が講 じ ら れ る こ と 。

2 湖沼水質保全特別措置法施行令第 6 条第 2 号に掲げ る施設に係 る使用の方法に関す る 基準

(1) 飼料の投与に当た っ ては 、 網い けすの外へ散布 し な い よ う にす る こ と 。

(2) 死魚は 、 指定地域内の水域か ら除去の上、 陸上で適切に処分す る こ と 。
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資料3 1 水生生物によ る水質捌査結果 (平成 8 年度)

凡 例

きれいな水 ◎

少しよ ごれた水 〇
きたない水 〇

大変きたない水 ●

日 本 毎

　 　 　 　　 　　　 　 　　
- Q Q -

美 保 湾 国勢鮒朝 - 湖山 旧袋川

、
、
′

.･
川袋

由良川 天 川 東郷池 部川

= ◎ 砂見川 私都; =
小 腸 川 三徳川 -

加 茂 川 千 代 川 八梁川

佐 治 川

実 施 期 間 平成 8 年 7 月 ~ 9 月

河 川 数 1 2

地 点 数 5 8

参 加 団 体 1 3 (小 ･ 中学校)

参 加 人 数 1 7 7

N
“

M


